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論　
　

文

仁
壁
神
社
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
名
称
の
由
来
や
当
初
の
祭
神
の
問
題
を
中
心
に
―

渡
　
　
辺
　
　
　
　
　
滋

は
じ
め
に

　

仁
壁
神
社
は
、
山
口
市
三
の
宮（
か
つ
て
の
周
防
国
吉
敷
郡
）に
所
在
す
る
神
社
で
あ
る
。

そ
の
創
始
は
古
く
、
す
で
に
九
世
紀
の
段
階
で
は
中
央
政
府
か
ら
神
階
を
授
け
ら
れ
る
ほ
ど

の
地
位
を
確
立
し
て
お
り
、
一
〇
世
紀
の
『
延
喜
式
』
に
は
式
内
社
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
中
世
前
期
の
段
階
で
も
、
周
防
国
を
支
配
し
た
東
大
寺
か
ら
吉
敷
郡
内
で
広
範
な
社

領
領
有
を
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
国
内
の
有
力
神
祇
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
て
い
た（
苅
米 

二
〇
〇
四
）。

　

こ
う
し
た
勢
威
も
背
景
と
し
て
、
一
二
世
紀
代
以
降
に
諸
国
で
一
宮
・
二
宮（

1
）が
形
成

さ
れ
た
の
ち
、
中
世
後
期
に
守
護
大
名
の
大
内
氏
の
も
と
で
周
防
国
の
三
・
四
・
五
宮
が
整
備

さ
れ
た
際
、
三
宮
の
社
格
を
得
る
こ
と
に
な
る（
井
上 
二
〇
〇
九
）。
三
宮
の
社
格
を
得
た

時
期
に
つ
い
て
は
、「
応
永
十
八
年（
一
四
一
一
）十
一
月
二
十
九
日 

大
内
盛
見
預
ヶ
状
」（『
山

口
県
史 

史
料
編 

中
世
二
』
仁
壁
神
社
文
書
）に
「
三
宮
大
宮
司
職
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、

一
五
世
紀
初
頭
以
前
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
の
ち
、
た
と
え
ば
「
明
応
六
年（
一
四
九
七
）四

月
十
九
日 

五
社
御
参
詣
之
次
第
」（『
山
口
市
史 

史
料
編 

中
世
』）に
あ
る
よ
う
に
、
大
内
義

興
が
一
宮
・
二
宮
を
経
て
宮
野
荘
の
「
三
宮
」
へ
参
拝
す
る
な
ど
、
国
内
序
列
三
位
の
神
社

と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
当
社
は
、
古
代
以
来
、
周
防
国
内
に
お
け
る
有
力
な
神
社
で
あ
り
続
け
た
。

し
か
し
近
世
以
前
に
神
社
所
蔵
の
関
連
史
料
が
失
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
不
明
な
点
が
少

な
く
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
成
立
経
緯
や
当
初
の
祭
神
な
ど
を
中
心
に
、
分
析
を
行
っ

て
い
き
た
い
。

第
一
節　

現
状
と
社
宝
の
伝
来

　

現
在
の
仁
壁
神
社
で
は
、
表う
わ

筒つ
つ
お男

命
・
中な
か

筒
男
命
・
下そ
こ

筒
男
命
の
三
神
を
主
祭
神
と
し
て

本
殿
に
、
こ
の
ほ
か
味あ

じ
す
き
た
か
ひ
こ
ね

耜
高
彦
根
命
・
下し
た
て
る
ひ
め

照
姫
命
の
二
神
を
相あ
い
ど
の殿

に
祭
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
う
し
た
祭
祀
の
状
況
は
、『
防
長
寺
社
由
来
』（
一
七
二
〇
年
）・『
防
長
風
土
注
進
案
』

（
一
八
四
一
年
）な
ど
近
世
の
史
料
ま
で
し
か
遡
れ
な
い
。

　

た
と
え
ば
「
享
保
十
三
年（
一
七
二
八
）五
月
二
十
五
日 

仁
壁
神
社
伝
記
次
第
」（『
防
長

寺
社
由
来　

第
三
巻
』）に
よ
れ
ば
、「
三
宮
、
玉
殿
三
社
。
一
社
は
神
号
表
筒
男
命
・
中
筒

男
命
・
底
筒
男
命
。
此
三
社
は
、
和
歌
の
精
神
人
道
の
根
元
也
。
亦
一
社
の
神
号
は
味
耜
高

彦
根
神
、
耕
作
の
精
神
。
又
一
社
の
神
号
下
照
姫
命
、
衣
類
の
精
神
。
尤
和
歌
の
徳
を
も
兼

備
給
也
」
と
あ
る
。
ま
た
「
寛
保
元
年（
一
七
四
一
）九
月 

仁
壁
神
社
由
緒
書
」（
同
）に
は
、

「
御
神
体
玉
殿
三
社
、一
社
は
神
号
表
筒
男
命
・
中
筒
男
命
・
底
筒
男
命
。
此
三
神
の
神
徳
は
、

和
歌
の
精
神
。
和
歌
は
治
国
平
天
下
、
和
国
人
道
の
根
元
也
。
亦
一
社
は
、
神
号
味
耜
高
彦

根
神
。
御
神
徳
は
耕
作
の
精
神
、
和
歌
の
徳
を
も
兼
備
給
ふ
也
。
又
一
社
は
、
神
号
下
照
姫

命
。
此
神
徳
は
衣
類
の
精
神
、尤
和
歌
の
徳
を
も
兼
備
給
ふ
也
。」
と
あ
る
。
こ
の
ほ
か
『
防

長
風
土
注
進
案
』（「
桜
畠
村
・
神
祠
」
項
）に
は
、「
仁
壁
神
社
…
祭
神　

底
筒
男
命　

中
筒

男
命　

表
筒
男
命
／
相
殿　

味
耜
高
彦
根
命　

下
照
姫
命
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
状
の

よ
う
な
祭
祀
の
形
態
は
、
少
な
く
と
も
史
料
上
は
、
一
八
世
紀
頃
ま
で
し
か
遡
れ
な
い
の
だ

が
、
以
上
の
記
述
を
信
用
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
中
世
後
期
ま
で
に
同
様
の
状
況
が
確
定
し
て

い
た
可
能
性
は
高
い
。

　

六
国
史
・
延
喜
式
な
ど
の
古
代
史
料
に
よ
れ
ば
、
仁
壁
神
社
が
九
世
紀
以
前
か
ら
存
在
し

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
近
世
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
以

上
に
紹
介
し
た
よ
う
な
、
不
十
分
な
口
伝
か
ら
編
集
さ
れ
た
ら
し
き
近
世
の
由
緒
書
し
か

残
っ
て
い
な
い
の
か
。そ
れ
は
、以
下
の
史
料
に
見
え
る
よ
う
に
、永
禄
十
二
年（
一
五
六
九
）

の
大
内
輝
弘
と
毛
利
氏
と
の
争
い（
山
本 

二
〇
〇
七
）の
際
、
社
殿
・
社
宝
な
ど
が
焼
失
し

た
結
果
と
推
定
さ
れ
る
。

・「
享
保
十
三
年（
一
七
二
八
）五
月
二
十
五
日 

仁
壁
神
社
伝
記
次
第
」（『
防
長
寺
社
由
来
』

所
引
）

「
三
宮
往
古
の
宮
殿
、
永
禄
年
中
、
輝（

大
内
）弘
山
口
乱
入
放
火
の
節
、
社
頭
不
レ
残
焼
失
仕
候
」

「
往
古
の
神
宝
、
不
レ
残
永
禄
年
中
、
社
頭
一
同
ニ
及
二
焼
失
一
候
事
」
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仁壁神社についての一考察―名称の由来や当初の祭神の問題を中心に―

・「
寛
保
元
年（
一
七
四
一
）九
月 

仁
壁
神
社
由
緒
書
」（『
同
』
所
引
）

「
三
宮
往
古
の
宮
殿
、
永
禄
十
弐
年
及
二
焼
失
一
」

「
御
社
縁
記
、
永
禄
十
弐
年
御
社
炎
上
の
砌
、
一
同
ニ
焼
失
仕
、
無
二
御
座
一
候
事
」

　

こ
の
際
、
現
在
の
宮
司
家
の
先
祖
「
三
宮
鼓
頭
刑
部
大
夫
」
が
復
興
に
尽
力
し
、
神
主
職

に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
「
永
禄
十
三
年（
一
五
七
〇
）五
月
一
日 

毛
利
元
就
判
物
」（『
山

口
県
史 
史
料
編 

中
世
二
』仁
壁
神
社
文
書
）に
も
、「
山
口
動
乱
付
而
、当
社
回
禄
」（「
回
禄
」

は
火
事
の
意
）と
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
鼓
頭
」が
神
社
復
興
の
音
頭
を
取
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
鼓

頭（
太
鼓
頭
）」
と
は
、
名
称
か
ら
す
れ
ば
神
儀
に
お
い
て
舞
人
に
合
わ
せ
て
打
楽
器
を
担

当
す
る
役
で
あ
る
。
防
長
二
国
の
事
例
で
は
神
社
に
よ
っ
て
形
態
が
異
な
る
が（

2
）、
後
述

す
る
よ
う
に
、
仁
壁
神
社
の
鼓
頭
の
場
合
、
他
の
楽
器
も
習
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

つ
ま
り
広
く
楽
器
全
般
を
担
当
し
た
と
も
推
定
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
神
社
の
ト
ッ
プ

を
務
め
る
よ
う
な
立
場
で
は
な
い（

3
）。
た
と
え
ば
同
国
一
宮
の
玉
祖
神
社
の
場
合
、
天
正

七
年（
一
五
七
九
）の
社
職
と
し
て
、
大
宮
司
・
神
主
・
大
工
・
少
工
・
鼓
頭
な
ど
が
あ
り
、

地
位
に
比
例
し
て
米
や
屋
敷
が
支
給
さ
れ
て
い
た（『
山
口
県
史　

史
料
編　

中
世
二
』
玉
祖

神
社
文
書
）。
そ
の
支
給
額
か
ら
し
て
、
鼓
頭
が
大
宮
司
や
神
主
の
上
に
立
つ
職
で
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。

　

仁
壁
神
社
に
大
宮
司
職
が
存
在
し
た
こ
と
は
、「
正
一
丸
」
を
「
三
宮
大
宮
司
職
」
に
任

命
す
る
文
書（「
応
永
十
八
年（
一
四
一
一
）二
月
二
十
九
日 

大
内
徳
雄
預
ヶ
状
」『
山
口
県

史 

史
料
編 

中
世
二
』
仁
壁
神
社
文
）や
、「
防
州
三
宮
大
宮
司
時
重
」（『
言
継
卿
記
』
天
文

十
九
年（
一
五
五
〇
）六
月
二
十
九
日
条
）と
い
う
記
載（

4
）か
ら
も
伺
え
る
の
で
、
先
に
み

た
復
興
の
際
の
鼓
頭
の
行
為
は
、
平
時
で
あ
れ
ば
明
ら
か
に
越
権
で
あ
る
。

　

神
社
の
復
興
と
い
う
大
事
に
際
し
て
、
ど
う
し
て
大
宮
司
や
神
主
ク
ラ
ス
の
社
官
が
先
頭

に
立
た
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
当
時
の
仁
壁
神
社
に
「
社
頭

不
レ
残
焼
失
」
と
い
う
惨
状
が
生
じ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
時
、
毛
利
氏
側
の
拠
点（
高
ノ
嶺

城
）周
辺
だ
け
で
な
く
、
主
戦
場
か
ら
離
れ
た
仁
壁
神
社
に
戦
火
が
及
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て

は
、
前
掲
史
料
に
見
え
る
「
輝（

大
内
）弘

山
口
乱
入
放
火
」
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
れ
ば
、
大
内
輝

弘
側
に
よ
っ
て
焼
き
払
わ
れ
た
経
緯
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
一
連
の
動
乱
の
過
程
で
、
大
内

側
の
軍
勢
は
毛
利
方
の
吉
見
氏（
津
和
野
）の
軍
勢
と
宮
野
周
辺
で
合
戦
に
及
ん
で
い
る（
秋

山 

二
〇
一
二
Ｂ
）。
こ
の
際
に
、
仁
壁
神
社
は
毛
利
方
に
与
す
る
勢
力
と
見
な
さ
れ
、
攻
撃

さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
社
殿
の
全
焼
＝
中
心
的
な
宮
司
勢
力
の
滅
亡

と
い
う
結
果
が
生
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

仁
壁
神
社
の
規
模
は
、
現
状
か
ら
は
想
像
も
付
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
近
世
後
期
の
段
階
で

す
ら
宝
殿
・
幣
殿
・
拝
殿
・
神
楽
所
・
神
供
所
・
鐘
楼
・
宝
蔵
な
ど
建
物
が
な
ら
び
、
そ
れ

ら
が
廊
下
橋
・
廻
廊
で
囲
ま
れ
た
周
り
に
は
塀
・
門
が
配
置
さ
れ
る
と
い
う
多
く
の
構
造
物

が
立
ち
並
ぶ
状
況
だ
っ
た（

5
）。
そ
れ
に
先
立
つ
中
世（
焼
失
前
）の
段
階
で
は
、
相
当
な
規

模
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
周
辺
に
広
が
る
多
く
の
所
領（
苅
米 

二
〇
〇
四
）の
存
在
か
ら

し
て
、
一
定
の
戦
力
を
保
持
す
る
軍
事
拠
点
と
し
て
の
性
格
も
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
点
が

攻
撃
さ
れ
た
要
因
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
永
禄
十
二
年
の
戦
火
に
よ
っ
て
旧
来
の

中
心
的
な
宮
司
勢
力
が
滅
亡
し
、
わ
ず
か
に
生
き
残
っ
た
「
三
宮
鼓
頭
刑
部
大
夫
」（
高
橋

忠
重
）が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
っ
て
神
社
再
建
を
果
た
し
た
と
い
う
大
筋
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

　

現
在
の
宮
司
家
の
先
祖
に
当
た
る
彼
の
家
、
つ
ま
り
高
橋
家
が
仁
壁
神
社
の
鼓
頭
を
勤
め

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
四
世
紀
以
前
で
あ
る
。
こ
の
家
と
仁
壁
神
社
の
関
係
を
示
す
最

古
の
史
料
は
、
長
野
村（
現
在
の
山
口
市
大
内
）大
塚
薬
師
堂
の
所
蔵
し
て
い
た
「
応
永
三
年

（
一
三
九
六
） 

大
般
若
経
写
本 

奥
書
」（『
防
長
風
土
注
進
案
』「
深
野
村
」
項
の
所
引
）で
、

そ
こ
に
は
「
社
人 

〈
仁
壁
神
社
鼓
頭
〉
高
橋
佐
渡
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
高

橋
家
は
仁
保
川
中
流
域（
現
在
の
大
内
長
野
あ
た
り
）に
居
住
し
、
仁
壁
神
社
の
周
辺
を
日
常

的
な
活
動
範
囲
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
伺
え
る
。
仁
壁
神
社
の
勢
力
圏
の
広
さ
を

確
認
で
き
る
史
料
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
大
内
輝
弘
の
乱
に
際
し
て
当
時
の
鼓
頭（
高
橋
忠

重
）が
落
命
せ
ず
に
済
ん
だ
理
由
を
窺
わ
せ
る
史
料
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

一
四
世
紀
の
「
高
橋
佐
渡
」
の
数
世
代
あ
と
、
そ
の
子
孫
の
状
況
が
一
六
世
紀
中
頃
の
史

料
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
、
有
識
故
実
の
権
威
と
さ
れ
る
山
科
言
継（
一
五
〇
七
〜
七
九
）の

日
記
『
言
継
卿
記
』
に
は
、
天
文
十
四
年（
一
五
四
五
）七
月
一
日
条
か
ら
八
月
八
日
条
に
か

け
て
高
橋
長
賢
と
い
う
人
物
に
関
す
る
記
事
が
頻
出
す
る
。
記
事
中
で
「
三
宮
神
主
刑
部
丞

長
賢
」・「
高
橋
刑
部
丞
」
な
ど
と
さ
れ
る
彼
は
、「
神
楽
笛
」（
七
月
十
二
日
・
二
十
八
日
条
）・

「
吹
合
」（
七
月
二
十
七
日
条
）・「
篳
篥
」（
八
月
二
日
条
）・「
神
楽
笛
譜
」（
八
月
七
日
条
）

な
ど
の
情
報
か
ら
す
る
と
、
山
科
言
継
に
管
楽
器
系
の
楽
曲
の
指
導
を
仰
い
で
い
た
ら
し
い

（
本
田 

一
九
六
六
）。
こ
の
際
は「
今
朝
下
国
」（『
言
継
卿
記
』天
文
十
四
年
八
月
八
日
条
）

と
あ
る
の
で
、
在
京
二
ヶ
月
弱
で
帰
国
し
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
一
八
年
後
に
も
、
吉
田
神
道

の
吉
田
家
か
ら
教
え
を
請
う
た
め
に
上
京
し
て
い
る
。

　

そ
の
際
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
、
吉
田
兼
右（
一
五
一
六
〜
七
三
）は
「
周
防
国
三
宮
社

官
長
堅〔

賢
〕、

許
色
組
懸
了
。
／
烏
帽
子
色
組
懸
許
用
了
。
可
レ
用
二
社
前
一
也
。
／
永
禄
六
年
七
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月
廿
七
日
／
神
道
長
上（
花
押
）
／
防
州
三
宮
社
官
長
堅
許
之
」（『
兼
右
卿
記
』
永
禄
六
年

（
一
五
六
三
）七
月
二
十
七
日
条
）と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
各
種
の
記
事
か
ら
は
、
再
三

に
わ
た
り
上
京
を
繰
り
返
し
、
社
家
と
し
て
の
研
鑽
を
積
み
続
け
た
人
物
と
判
明
す
る
。

　

な
お
前
述
し
た
永
禄
十
三
年
に
新
た
な
神
主
職
へ
と
任
じ
ら
れ
、
仁
壁
神
社
の
復
興
を
主

導
し
た
高
橋
忠
重
は
、「
元
亀
元
年
五
月
五
日 

毛
利
輝
元
袖
判
同
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
」（『
山

口
県
史 
史
料
編 

中
世
二
』
仁
壁
神
社
文
書
）に
よ
れ
ば
「
鼓
頭
刑
部
丞
」
と
も
さ
れ
る
。「
刑

部
丞
」
と
い
う
肩
書
き
の
一
致
や
年
代
の
近
接
か
ら
し
て
、こ
の
忠
重
は
長
賢
の
後
継
者（
子

あ
る
い
は
孫
）で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
先
の
『
言
継
卿
記
』
の
記
事
も
、
鼓
頭
が

職
務
の
幅
を
広
げ
よ
う
と
し
て
、
管
楽
器
に
ま
で
手
を
伸
ば
そ
う
と
し
た
際
の
も
の
と
理
解

で
き
る（

6
）。

　

ち
な
み
に
都
の
貴
族
の
日
記（『
言
継
卿
記
』）に
「
刑
部
丞
」
と
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

彼
の
官
途
は
単
な
る
自
称
で
は
な
く
実
際
の
任
官
手
続
き
を
踏
ん
だ
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
。
こ
の
肩
書
き
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
同
じ
時
期
、
山
口

築
山
大
明
神
・
多
賀
神
社
・
今
八
幡
宮
な
ど
の
宮
司
を
兼
ね
た
祢
宜
右
延
の
子
延
家
は
「
高

橋
民
部
丞
」
と
名
乗
っ
て
い
る（
近
藤 

一
八
九
〇
）。
両
者
に
血
縁
関
係
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
と
も
か
く
も
、
刑
部
丞
と
民
部
丞
は
相
当
位
が
同
じ
な
の
で（
大
丞
：
正
六
位
下
・
少

丞
：
従
六
位
上
）、
社
会
的
に
ほ
ぼ
同
格
の
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。

つ
ま
り
当
時
の
高
橋
家（
仁
壁
神
社
鼓
頭
）は
、
歴
代
の
仁
壁
神
社
の
社
家
の
一
員
と
し
て
一

定
の
社
会
的
立
場
を
保
持
す
る
存
在
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る（
逆
に
い
え
ば
、
仁
壁
神
社
の

大
宮
司
家
は
、
彼
ら
よ
り
格
が
上
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
）。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
の
末
、
仁
壁
神
社
で
は
旧
来
の
情
報
が
大
幅
に
失
わ
れ
、

神
社
の
由
緒
や
祭
神
に
関
す
る
情
報
が
不
分
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
次
節
以
降
、
こ
こ
で

不
明
と
な
っ
た
仁
壁
神
社
の
名
義
や
、
祭
祀
さ
れ
る
諸
神
に
つ
い
て
、
可
能
な
範
囲
で
検
討

を
加
え
て
い
き
た
い
。

第
二
節　

社
名（
神
名
）の
読
み

　

仁
壁
神
社
に
関
す
る
検
討
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
名
称
の
訓
を
確
定
し
て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う
。
一
〇
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
『
延
喜
式
』
は
、
当
時
の
全
国
の
主
要
神
社
を
列
挙

し
た
目
録（
い
わ
ゆ
る
神
名
帳
）を
採
録
す
る
。
そ
の
な
か
に
仁
壁
神
社
も
掲
載
さ
れ
て
い
る

が
、
古
代
後
期
か
ら
中
世
前
期
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
の
写
本
の
な
か
に
は
、

一
部
の
神
社
名
に
傍
訓
を
施
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、『
延
喜
式
』
編

纂
時
の
も
の
で
は
な
い
と
は
い
え
、
古
代
に
お
け
る
神
社
名
の
読
み
を
伝
え
て
い
る
可
能
性

が
高
い
。

　

そ
こ
で
、
古
写
本
で
仁
壁
神
社
に
付
さ
れ
た
傍
訓
を
確
認
し
て
お
く
と
、
た
と
え
ば
九
条

家
本（
一
二
世
紀
）に
は
「
ニ
カ
へ
」
と
、
ま
た
武
田
本（
一
三
世
紀
以
前
）・
吉
田
家
本（
一
三

〜
一
四
世
紀
）に
は
「
ニ
カ
ヘ
ノ
」
と
訓
が
振
ら
れ
て
い
る
。
後
者
の
「
ノ
」
は
格
助
詞（
連

体
修
飾
格
）な
の
で
措
く
と
し
て
、「
仁
壁
」
の
訓
が
「
ニ
カ
へ
」
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
共

通
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
仁
」
字
に
は
多
数
の
古
訓
が
確
認
さ
れ
る
が（

7
）、
こ
こ

で
は
Ｎ
ｉ
の
音
を
当
て
た
音
仮
名
と
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う（

8
）。
一
方
、「
壁
」
字
の
古

訓
は
「
カ
ヘ
」・「
カ
キ
」・「
コ
ソ
」（
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』）な
ど
と
さ
れ
る
の
で（

9
）、

『
延
喜
式
』
古
写
本
に
み
え
る
傍
訓
は
、「
仁（
ニ
）＋
壁（
カ
ヘ
）」
と
い
う
訓
を
想
定
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

問
題
は
、「
ニ
カ
へ
」
の
「
ヘ
」
音
で
あ
る
。
現
在
、「
仁
壁
」
は
「
ニ
カ
ベ
」
と
三
文
字

目
を
濁
音
で
読
む
が
、
片
仮
名
の
濁
音
表
記
法
が
未
成
熟
な
中
世
前
期
の
段
階
で
は
、
清
音

と
濁
音
の
明
確
な
表
記
の
区
別
が
な
い（
沼
本 

二
〇
一
三
）。そ
の
た
め
、当
時
は「
ニ
カ
ヘ
」

と
読
ん
で
い
た
の
か
、
こ
の
段
階
か
ら
「
ニ
カ
ベ
」
と
読
ん
で
い
た
の
か
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
。

中
世
に
な
る
と
当
社
を
「
仁
戸
社
」
と
表
記
す
る
よ
う
に
も
な
る
が（
後
述
）、
こ
れ
に
し
て

も
「
戸
」
字
は
「
ヘ
」
と
も
「
ベ
」
と
も
読
む
の
で（

10
）、
実
際
の
音
が
ど
ち
ら
だ
っ
た
か

は
確
定
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
「
か
べ（
壁
）」
と
い
う
日
本
語
は
、
当
初
か
ら
濁
音
だ
っ
た

と
は
断
定
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
紹
介
さ
れ
る
語
源
説
の
多
く
は
、

「
隔（
へ
だ
て
る
）」「
辺（
へ
）」「
方（
へ
）」
な
ど
と
の
関
係
を
想
定
し
て
お
り
、
そ
れ
が
正

し
い
と
す
る
と
、
か
つ
て
は
清
音
「
へ
」
で
発
音
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
仁

壁
神
社
の
名
称
が
当
初
、
清
音
・
濁
音
の
ど
ち
ら
だ
っ
た
か
は
、
結
論
を
保
留
せ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

つ
ぎ
に
、
漢
字
表
記
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
仁
壁
」
の
二
文
字
の

う
ち
「
仁
」
字
に
つ
い
て
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
を
検
索
し
て
み
る
と
、
こ
の
ほ
か
に
二
例

の
事
例
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
う
ち
の
仁
布
神
社（
若
狭
国
三
方
郡
）に
は
「
ニ
フ
」
と（

11
）、

安
仁
神
社（
備
前
国
邑
久
郡
）に
は
「
ア
ニ
」
と
、
古
写
本
に
付
訓
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

類
例
か
ら
見
て
も
、
仁
壁
の
「
仁
」
字
は
音
仮
名
「
ニ
」
と
読
ま
せ
る
つ
も
り
で
表
記
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
再
確
認
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
「
壁
」
字
の
場
合
、
音
の
み
を
利
用
し
て
い
る
可
能
性
と
、
意
味
を
含
ま

せ
て
い
る
可
能
性
の
両
方
が
あ
り
う
る
。
二
字
熟
語
で
、
片
方
の
漢
字
が
音
仮
名
と
し
て
利
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用
さ
れ
、
も
う
片
方
が
漢
字
の
意
味
を
反
映
す
る
方
式
は
、
た
し
か
に
違
和
感
が
あ
る
。
と

く
に
神
名
は
、
通
常
、
日
本
社
会
在
来
の
要
素
を
漢
字
表
記
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら（

1
）既

存
の
地
名
表
記
の
転
用（
賀
茂
・
巨
勢
・
平
郡
・
佐
紀
）や
、（

2
）字
音
表
記（
貴
布
祢
・
阿

須
波
・
伊
射
奈
岐
）さ
れ
る
事
例
を
除
け
ば
、「
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お
み

神か
み

」
と
か
「
大お
お

物も
の

主ぬ
し

」
の
よ
う
に
訓

読
を
前
提
と
し
て
表
記
さ
れ
る
。
念
の
た
め
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
古
訓
を
確
認
し
て
も
、

重
箱
読
み
な
ど
の
音
訓
混
用
は
か
な
り
珍
し
い（

12
）。
し
か
し
吉
敷
郡
に
お
け
る
地
名
表
記

の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
し
た
と
お
り
で
あ
り（
渡
辺 

二
〇
二
〇
Ａ
）、
類
例
が

少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
両
文
字
と
も
に
「
ニ
＋
カ
ベ
」
と
い
う
音
を
当
て
た
だ
け
と
断
定
す

る
の
は
早
計
で
あ
る
。「
仁
壁
」
と
い
う
神
名
の
場
合
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
な
か
に
「
壁
」

字
を
用
い
る
事
例
は
他
に
確
認
で
き
な
い
と
い
う
特
殊
性
も
念
頭
に
置
き
、
以
下
、
両
方
の

可
能
性
を
順
に
検
討
し
て
お
こ
う
。

　

そ
も
そ
も
「
ニ
カ
ベ
」
と
い
う
音
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
別
と
し
て
、「
仁
壁
」
と
い
う

漢
字
表
記
が
妙
に
漢
文
調
で
あ
る
と
い
う
第
一
印
象
は
、
否
定
で
き
ま
い
。
呉
仁
壁（
唐
末

〜
五
代
の
文
人
）と
か
、
趙
仁
壁（
高
麗
〜
李
氏
朝
鮮
の
武
将
）と
い
っ
た
外
国
人
名
の
存
在

は
、
そ
う
し
た
印
象
を
さ
ら
に
色
濃
く
す
る
。
と
り
あ
え
ず
、「
壁
」
字
を
用
い
た
表
記
を

検
討
す
る
に
当
た
り
、
参
考
と
な
る
日
本
の
類
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
具
体
的
に
は
、
古

代
前
期
の
史
料
に
散
見
さ
れ
る
固
有
名
詞
か
ら
忍
壁
・
草
壁
・
白
壁
の
三
例
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

　

ま
ず
「
忍お

さ
か
べ壁
」
は
、
地
名
の
「
好
字
」
二
字
表
記
が
求
め
ら
れ
る（『
続
日
本
紀
』
和
銅

六
年（
七
一
三
）五
月
二
日
条
）以
前
に
は
「
押
坂
部
」
と
表
記
し
て
い
た
。
名
称
の
由
来
は
、

忍
坂（
大
和
国
磯
城
郡
）（

13
）を
居
処（
生
家
）と
す
る
忍
坂
大
中
姫（
允
恭
后
）へ
の
奉
仕
を

担
当
す
る
名
代（
王
族
の
私
有
民
）で
あ
る（
薗
田 

一
九
六
八
）。
二
字
表
記
へ
と
変
更
さ
れ

て
以
降
も
、
そ
の
訓
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
和
名
類
聚
抄
』
に
よ

れ
ば
、刑
部
郷（
伊
勢
国
三
重
郡
）に「
於
佐
賀
倍
」（
高
山
寺
本
）・「
於
佐
加
倍
」（
大
東
急
本
）

／
刑
部
郷（
遠
江
国
引
佐
郡
）に「
於
佐
加
倍
」（
大
東
急
本
）／
刑
部
郷（
因
幡
国
高
草
郡
）「
於

无
左
加
倍
」（
大
東
急
本
）（

14
）
／
刑
部
郷（
備
中
国
賀
夜
郡
）に
「
於
佐
加
倍
」（
大
東
急
本
）

／
刑
部
郷（
備
中
国
英
賀
郡
）に
「
於
佐
加
倍
」（
大
東
急
本
）
／
忍
壁
郷（
摂
津
国
有
馬
郡
）

に
「
於
之
加
倍
」（
大
東
急
本
・
高
山
寺
本
）な
ど
の
訓
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
最
期
の
事
例

の
み
「
お
し
か
べ
」
と
訓
読
し
て
い
る
が
、た
と
え
ば
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
は
「
忍
壁
」

に
「
オ
サ
カ
ベ
」
と
傍
訓
さ
れ
る
の
で
、
微
妙
な
発
音
の
揺
れ
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
「
草
壁
」
は
、
も
と
も
と
「
日
下
部
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
河
内

国
東
部
の
日
下（
草
香
）山
麓
に
宮
を
置
い
た
王
族
へ
奉
仕
す
る
名
代
の
呼
称
で
あ
る（
鷺
森 

二
〇
〇
〇
）。「
好
字
」
二
字
表
記
へ
の
転
換
の
際
、
備
中
国
小
田
郡
・
筑
前
国
嘉
麻
郡
・
筑

後
国
山
門
郡
な
ど
で
は
「
草
壁
」
と
改
め
て
い
る
が
、
備
中
国
上
道
郡
で
は
旧
表
記
を
生
か

し
「
日
下
」
と
し
て
い
る
。
な
お
日
下
を
「
ク
サ
カ
」
と
訓
む
理
由
は
、「
於
レ
姓
日
下
謂
二

玖
沙
訶
一
、
於
レ
名
帯
字
謂
二
多
羅
斯
一
。
如
レ
此
之
類
、
隨
レ
本
不
レ
改
」（『
古
事
記
』
序
）と

あ
る
通
り
、
す
で
に
奈
良
期
に
は
不
明
と
な
っ
て
い
た（

15
）。

　

さ
い
ご
に
「
白
壁
」
で
あ
る
が
、
当
初
の
表
記
は
「
白
髪
部
」
で
、
由
来
は
清
寧
天
皇（
白

髪
大
倭
根
子（
し
ろ（
白
）＋
毛（
か
）＝
し
ら
か
））の
名
代
で
あ
る
。
地
名（
駿
河
・
常
陸
・
上

野
・
下
野
・
備
中
な
ど
の
諸
国
に
所
在
）に
つ
い
て
は
、「
好
字
」
二
字
表
記
へ
の
転
換
指
示

を
受
け
て
一
律
に
「
白
壁
」
表
記
と
な
っ
た
が
、
白
髪
部
に
養
育
さ
れ
た
白
壁
王
が
即
位
し

て
光
仁
天
皇
と
な
っ
た
後（
村
尾 

一
九
六
三
）、
そ
の
諱
を
避
け
て
、
さ
ら
に
「
真
壁
」
と

改
称
さ
れ
た（『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年（
七
八
五
）五
月
三
日
条
）（

16
）。
二
回
目
の
改
称
で

は
「
白
」
の
純
粋
な
イ
メ
ー
ジ
と
近
い
「
真
」
と
い
う
漢
字
に
置
き
換
え
た
の
だ
ろ
う
が
、

も
と
の
白
壁
表
記
に
関
し
て
い
え
ば
、
忍
壁
と
同
パ
タ
ー
ン
の
表
記
変
更
と
考
え
て
よ
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
式
内
社
で
は
な
い
が
、
管
見
に
入
っ
た
神
名
で
「
壁
」
字
を
含
む
事
例
を
確

認
し
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
大
壁
郷（「
於
保
加
倍
」（
和
名
抄
）郷
）に
は
、「
大
壁
神
社
」（
三

河
国
渥
美
郡
）が
所
在
す
る
。
こ
こ
の
地
名
は
木
簡
で
「
大
鹿
部
」
と
も
表
記
さ
れ
る
の
で
、

大
鹿
氏
と
関
連
す
る
神
名
に
好
字
を
宛
て
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。こ
の
ほ
か「
長
壁
神
社
」

（
上
野
国
群
馬
郡
）・「
長
壁
神
社
」（
播
磨
国
飾
磨
郡
）の
場
合
、史
料
に
よ
っ
て
は
「
刑
部
」

と
も
表
記
さ
れ
る
の
で
、「
忍
壁
」
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
で
き
る
。

　

以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、「
○
壁
」
表
記
の
固
有
名
詞
は
、
い
ず
れ
も
物
体
と
し

て
の「
壁
」と
は
無
関
係
と
確
認
さ
れ
た
。語
源
不
明
な「
草
壁
」は
と
も
か
く
も
、「
忍
壁
」・「
白

壁
」
は
「
〜
か
＋
べ
」
と
い
う
単
語
を
二
文
字
化
す
る
便
法
と
し
て
、
漢
字
の
「
壁
」
字
を

採
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
仁
壁
の
「
壁
」
字
も
、「
カ
ベ
」
と
い

う
一
語
で
は
な
く
、「
カ
＋
ベ
」
に
字
音
を
当
て
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
前
提
で
検
討
を
進
め
る
場
合
、
中
世
史
料
で
「
仁
壁
」
が
「
仁
戸
」（「
建
久
六

年（
一
一
九
五
）九
月 

周
防
宮
野
荘
立
券
文
」『
鎌
倉
遺
文
』
八
一
五
）（

17
）と
も
表
記
さ
れ

る
事
例
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
仮
説
が
提
起
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
近
藤
芳
樹
は「
戸
は
壁
の
省
書
な
り
」と
し
て
い
る
が
、近
藤
清
石
の「
省

画
な
ら
ば
尸
と
は
書
く
べ
き
」
と
い
う
批
判（
御
薗
生 

一
九
三
一
所
引
）に
従
う
べ
き
だ
ろ

う
。
近
藤
清
石
自
身
は
、
山
口
盆
地
内
に
「
仁
戸
田
」
と
い
う
中
世
地
名
が
存
在
し
た
こ
と
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も
根
拠
に
、
仁
壁
神
社
と
「
贄
田
」（
ニ
ヘ
タ
）と
の
関
連
を
想
定
し
、
こ
の
神
社
の
名
称
は

「
古
く
は
ニ
ヘ
と
云
へ
る
な
ら
ん
」
と
す
る（
近
藤
清
石
『
山
口
県
風
土
誌
』
の
「
仁
壁
神

社
」
項
）。「
仁
戸
」
と
「
贄
」
を
関
連
づ
け
、
そ
こ
か
ら
仁
壁
の
名
義
に
及
ぶ
見
解
は
、
御

薗
生
翁
甫
の
「
今
矢
田
村
字
神
田
是
な
り
。
仁
戸
は
贄
の
仮
借
に
て
、
仁
戸
田
は
神
社
の
献

穀
田
を
云
ふ
」（『
防
長
地
名
淵
鑑
』
の
「
仁
戸
田
保
」）な
ど
と
い
う
説
明
に
も
継
承
さ
れ
る

（
近
年
の
河
村 

一
九
六
二
も
同
様
）。
し
か
し
「
仁
戸
」
と
い
う
漢
字
の
選
択
は
、
表
記
法

の
特
徴
か
ら
し
て
平
安
期
以
前
に
は
遡
ら
な
い（

18
）。
こ
の
表
記
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て

は
、
も
う
少
し
慎
重
な
検
討
が
望
ま
れ
よ
う
。

　

ち
な
み
に
古
代
史
料
に
見
え
る
「
贄
田
」
の
用
例
を
検
索
し
て
み
る
と
、大
半
の
事
例（『
平

安
遺
文
』
五
八
・
七
六
・
二
二
二
・
一
四
一
二
）は
川
合
・
大
国
荘（
伊
勢
国
）関
連
文
書
に
見
え

る
も
の
で
、
平
安
後
期
に
作
成
さ
れ
た
偽
文
書
の
可
能
性
が
高
い（
渡
辺　

二
〇
一
四
）。
と

す
る
と
、「
久
安
六
年（
一
一
五
〇
）十
月 

伊
勢
国
志
貴
御
厨
内
検
帳
案
」（『
平
安
遺
文
』

二
七
一
一
）を
初
見
史
料
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
律
令
制
施
行
当
初
に
設
定
さ
れ
て
い
た
各

種
の
貢
納
物
を
、そ
の
現
物
で
は
な
く
田
地
か
ら
の
産
出
物
に
換
算
し
て
収
取
す
る
税
制（
い

わ
ゆ
る
人
頭
税
の
地
税
化
）へ
の
移
行
は
一
〇
世
紀
代
以
降
に
進
展
す
る
が
、
一
般
的
な
税

物
と
異
な
り
機
械
的
な
収
取
の
対
象
と
は
な
り
に
く
い
「
贄
」（
感
謝
の
意
を
示
す
た
め
に

捧
げ
ら
れ
る
新
し
い（
＝
ニ
ヒ
・
ニ
ヘ
）収
穫
物
）が
「
贄
田
」
か
ら
定
額
貢
納
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
時
期
的
に
下
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
「
仁
壁
」

の
神
名
の
由
来
と
な
る
ほ
ど
古
い
地
名
で
は
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
仁
戸
」
表
記
は
「
仁
壁
」
と
い
う
漢
字
表
記
の
原
義
が
失
わ
れ
て
以

降
に
登
場
し
た
後
世
の
表
記
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
明
確
な
発
生
経
緯
は
不
明
だ
が
、

た
と
え
ば
「
ニ
カ
へ
」
が
「
ニ
＋
カ
＋
ヘ
」
の
三
音
か
ら
な
る
単
語
と
見
な
し
た
う
え
で
、

そ
の
語
構
成
を
「
ニ
＋
カ（
格
助
詞
「
が
」）＋
ヘ
」
と
誤
解
し（

19
）、
そ
こ
か
ら
実
意
の
な

い
「
カ
」
を
省
い
た
「
ニ
へ
」
と
い
う
呼
び
方
が
生
じ
た
可
能
性
な
ど
を
想
定
す
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
点
、
後
考
を
期
し
た
い
。

　

つ
い
で
、「
壁
」
字
は
「
カ
ベ（
カ
ヘ
）」
と
い
う
一
語
に
漢
字
を
当
て
た
も
の
と
い
う
可

能
性
も
検
討
し
て
お
き
た
い
。
試
み
に
『
時
代
別
国
語
辞
典 

上
代
編
』（
三
省
堂
）・『
古
語

大
辞
典
』（
角
川
書
店
）を
見
て
み
る
と
、
こ
の
音
の
名
詞
は
「
壁（
か
べ
）」
と
「
柏
・
栢（
か

へ
）」
し
か
挙
が
っ
て
い
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
「
壁
」
字
を

含
む
神
名
は
存
在
せ
ず
、「
柏
」
字
に
し
て
も
使
用
例
は
「
虎
柏
神
社
」（
武
蔵
国
多
磨
郡
）

の
み
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
虎
柏
」
の
名
称
の
由
来
は
ま
っ
た
く
不
明
だ
が（
か
つ
て
コ
ハ

ク
が
採
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？
）、
こ
の
事
例
も
漢
字
の
意
味
よ
り
は
漢
字
音
を
利
用
し
た
日

本
語
表
記
の
事
例
と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、古
い
段
階
の
仁
壁
神
社
の
社
殿
で
、「
壁
」（

20
）に
特
徴
が
あ
っ

た
こ
と
を
取
り
上
げ
て
神
社
名
に
し
た
と
す
る
見
解
も
提
起
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
神
社
の
施
設（
た
と
え
ば
本
殿
・
拝
殿
な
ど
の
「
社
＝
屋
代

（
21
））の
有
無
は
、
時
代
・
地
域
あ
る
い
は
神
体
の
性
格
に
よ
っ
て
も
千
差
万
別
だ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
時
期
が
下
る
ほ
ど
、「
社
」
の
設
置
が
一
般
的
に
な
る
と
は
い
え
、
二
〇
世
紀

に
な
る
ま
で
社
を
持
た
な
か
っ
た
石
上
神
宮
の
事
例
は
、
前
近
代
に
お
い
て
必
ず
し
も
特
異

な
も
の
で
は
な
い（

22
）。
と
く
に
古
代
前
期
に
お
い
て
は
、
祭
場
を
中
心
に
祭
祀
が
行
わ
れ

る
の
み
で
、
そ
こ
に
常
設
の
社
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
一
般
的
で
な
か
っ
た（
福

山 

一
九
七
二
・
岡
田 

一
九
九
九
）。
と
く
に
地
方
に
お
い
て
社
が
作
ら
れ
る
事
例
は
、
史

料
上
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
九
世
紀
以
降
ま
で
下
る
。
こ
う
し
て
社
の
造
営
が
増
え
て
き

た
平
安
中
期
の
段
階
で
も
、
常
設
の
建
築
物
を
持
つ
神
社
と
持
た
な
い
神
社
が
混
在
し
、
そ

の
建
築
様
式
も
一
定
の
形
式
に
収
斂
し
て
い
く
後
世
と
比
較
し
て
、
多
様
な
状
況
で
あ
っ
た

（
山
岸 

二
〇
一
五
）。

　

も
う
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
社
」
の
建
築
的
な
特
徴
で
あ
る
。
初
期
の
神

殿
建
築
に
つ
い
て
は
、
仏
教
建
築
と
比
べ
て
質
素
と
い
う
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る（
稲
垣 

一
九
七
三
）。
と
く
に
彩
色
に
つ
い
て
は
、
素
材
そ
の
ま
ま
の
色
＝
基
本
的
に
彩
色
し
な
い

と
い
う
の
が
重
要
な
条
件
だ
っ
た（
太
田 

一
九
四
七
・
三
浦 

二
〇
一
五
）。
こ
の
よ
う
な
一

般
的
傾
向
を
前
提
に
す
る
と
、
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
史
料
が
存
在
す
る
。「
天
平
十
年

（
七
三
八
） 

周
防
国
正
税
帳
」
に
は
、「
遣
二
使
于
畿
内
及
七
道
一
、
令
レ
造
二
諸
神
社
一
」（『
続

日
本
紀
』
天
平
九
年（
七
三
七
）十
一
月
三
日
条
）と
い
う
全
国
一
律
の
神
社
施
設
の
整
備
の

一
環
と
し
て
、
周
防
国
内
で
使
用
さ
れ
た
建
築
資
材
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
神

社
の
改
築
の
た
め
に
周
防
国
衙
か
ら
「
赤
土
」・「
釘
」
な
ど
が
支
給
さ
れ
て
い
る（

23
）。

　
「
赤
土
」の
用
途
に
つ
い
て
は
、祭
器
で
あ
る「
赤
土
器
」の
材
料
と
い
う
見
解
も
あ
る
が（
田

中 

一
九
九
一
）、
奈
良
期
の
文
書
に
よ
れ
ば
、「
膠
弐
拾
斤
〈
小
〉〈
…
用
赤
土
塗
料
〉」（「
天

平
勝
宝
五
年 

写
書
所
解
」（『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
一
三
―
三
七
）と
あ
る
よ
う
に
漆
と
混

ぜ
て
塗
料
に
し
、「
桧
皮
葺
殿
六
宇
〈
中
塗
了
／
表
塗
赤
土
未
了
〉」（「
天
平
宝
字
六
年
正
月

十
五
日 
造
石
山
寺
所
公
文
案
帳
」『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
一
五
―
二
三
五
）・「
赤
土
伍
㪷

…
用
仏
堂
宇
南
方
七
間
架
塗
料
」（「
天
平
宝
字
六
年
閏
十
二
月 

造
石
山
院
所
用
度
帳
」『
大

日
本
古
文
書
』
一
六
―
二
三
二
）と
あ
る
よ
う
に
、
物
体
の
表
面
に
塗
布
す
る
も
の
と
考
え
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仁壁神社についての一考察―名称の由来や当初の祭神の問題を中心に―

た
ほ
う
が
よ
い
。
な
お
正
税
帳
の
記
載
に
「
釘
と
赤
土
は
あ
っ
て
も
材
木
に
触
れ
な
い
。
こ

う
し
た
点
は
、
社
殿
で
は
な
い
神
社
の
施
設
―
例
え
ば
、
考
古
遺
跡
の
実
例
か
ら
も
確
か
め

ら
れ
る
垣
根
な
ど
―
を
作
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
」（
加
瀬 

二
〇
一
八
）と
い
う

指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、「
赤
土
」
は
神
聖
な
空
間
を
清
め
る
目
的
で
塗
布
・
散

布
さ
れ
た
も
の
で
、
仏
教
建
築
に
お
け
る
彩
色
と
は
異
な
る
機
能
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う（
24
）。

　

と
も
あ
れ
、
八
世
紀
前
半
の
周
防
国
内
に
、
赤
く
塗
装
さ
れ
た
神
祇
施
設
が
存
在
し
た
可

能
性
は
高
い
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
な
古
代
の
神
社
建
築
の
一
般
的
傾
向
か
ら
す
る
と
、
明

ら
か
に
異
質
な
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
古
代
の
周
防
国
に
、
赤
色
を
重
視

す
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
信
仰
の
反
映
と
し
て
神

社
施
設
が
「
赤
土
」
で
塗
装
さ
れ
た
こ
と
と
、「
仁
壁
」
と
い
う
呼
称
と
が
関
係
し
た
可
能

性
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
で
検
討
し
た
い
。

　

最
期
に
、
少
し
視
点
は
変
わ
る
が
、「
カ
ベ
」
と
い
う
地
名
を
対
象
と
す
る
地
名
研
究
の

成
果
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
地
名
分
析
や
そ
の
語
源
探
求
の
成
果
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
名

が
ど
こ
ま
で
遡
る
か
に
つ
い
て
検
討
が
不
十
分
な
点
が
多
く
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
見
る
と
、

成
果
を
ど
こ
ま
で
利
用
で
き
る
か
難
し
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
と
は
い
え
、
参
考
に
な
る

の
は
確
か
な
の
で
、
成
果
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
「
カ
ベ
」
と
い
う
地
名
を
め
ぐ
っ
て
は
、
崖
を
「
か
べ
」・「
こ
う
べ
」
と
称
す
る
地
名
が

少
な
く
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
以
降（
松
尾 

一
九
七
六
）、「
絶
壁
」（
鏡
味 

一
九
七
七
）・

「
壁
の
よ
う
に
直
立
す
る
岩
石
」（
谷
川 

一
九
九
四
）な
ど
と
注
釈
す
る
辞
典
類
が
一
般
的

に
な
っ
た
。
近
年
で
は
そ
う
し
た
成
果
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
な
「
〜
カ
部
」

→
「
〜
壁
」
と
い
う
表
記
変
更
の
生
じ
た
事
例
に
つ
い
て
も
「
部
制
に
ち
な
む
と
さ
れ
る
地

名
は
、類
音
の
自
然
地
名
が
先
行
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
は
カ
ベ
は「
崖
」

の
意
で
あ
ろ
う
」（
楠
原 

一
九
八
一
「
真
壁
」
項
の
説
明
）と
い
う
発
展
的
な
注
釈
が
付
さ

れ
る
場
合
も
生
じ
て
き
た
。

　

こ
の
主
張
は
、
古
代
に
お
い
て
も
「
カ
ベ
」
と
い
う
日
本
語
が
「
崖
」
の
意
を
含
ん
で

い
る
こ
と
を
論
証
せ
ず
に
な
さ
れ
る
限
り
仮
説
の
域
を
出
な
い
が
、
見
通
し
と
し
て
は
興

味
深
い
。
ち
な
み
に
『
延
喜
式
』
祝
詞
三
祈
年
祭
に
み
え
る
「
天
〈
能
〉
壁
立
極
」（
天
の

壁
、
立
つ
極
み
）と
か
、『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇
郡
安
来
郷
に
み
え
る
「
天
壁
立
廻
坐
之
」

（
天
壁
立
て
廻
ら
し
坐
し
き
）と
い
っ
た
表
現
は
、古
代
の
日
本
人
が
「
壁
」
と
い
う
文
字
を
、

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
比
喩
と
し
て
用
い
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
漢

語
の
「
絶
壁
」
の
よ
う
に
室
内
に
限
ら
な
い
用
法
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
日

本
古
来
の
「
か
べ
」
に
関
す
る
観
念
の
反
映
な
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
崖
状
の
自
然
地
形

を
「
カ
ベ
」
と
称
す
る
こ
と
が
古
代
の
段
階
か
ら
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

　

以
上
の
想
定
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、「
仁
壁
」
の
語
源
は
、
絶
壁
の
よ
う
な
地
形
と
関

連
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
仁
壁
神
社
の
旧
境
内（
山
口
市
宮
野
）の
周
辺
で
、
自

然
地
形
を
神
体
と
す
る
よ
う
な
信
仰
形
態
が
存
在
し
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
。
神
社
の
後

背
に
広
が
る
周
防
国
と
長
門
国
の
国
境
線
上
に
そ
び
え
る
山
々
（
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
）も
、

名
称
の
一
つ
の
由
来
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
節　

仁
壁
神
社
の
当
初
の
祭
神

　

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
仁
壁
神
社
に
関
す
る
古
い
情
報
が
充
分
に
伝
来
し
て
い
な
い

の
は
、
永
禄
十
二
年
に
社
殿
・
社
宝
が
す
べ
て
焼
失
し
た
う
え
、
情
報
を
口
伝
で
保
持
し
て

い
た
宮
司
の
多
く
が
死
亡
し
た
結
果
と
推
測
さ
れ
る
。
乱
後
、
毛
利
氏
の
援
助
を
得
て
再
建

を
果
た
し
た
仁
壁
神
社
だ
が
、
こ
の
段
階
で
信
仰
の
コ
ア
な
部
分
に
関
し
て
は
、
少
な
か
ら

ず
変
質
し
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。
と
く
に
、
住
吉
三
神（
表
筒
男
命
・
中
筒
男
命
・
底

筒
男
命
）を
本
殿
に
、
下
照
姫
命
・
味
耜
高
彦
根
命
を
相
殿
に
祭
る
現
状
や
、
そ
も
そ
も
本

来
の
主
祭
神
は
い
ず
れ
の
神
な
の
か
定
説
の
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
際
の

被
害
と
大
き
な
関
係
が
あ
ろ
う
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
『
防
長
風
土
注
進
案
』
は
住
吉
三
神
を
主
祭
神
と
想
定

す
る
が
、『
特
選
神
名
牒
』
は
「
今
考
ふ
へ
き
由
な
し
。
姑
く
附
て
後
考
を
俟
つ
」
と
す
る
。

ま
た
『
式
内
社
調
査
報
告
』
は
、「
祭
神
一
座
昧
耜
高
彦
根
神
な
る
べ
し
、
下
照
姫
命
は
後

に
合
祀
し
、住
吉
三
神
は
武
家
の
世
に
合
祀
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
ら
ん
」（
宇
佐
川
三
郎
『
仁

壁
神
社
鎮
座
考
』）と
か
、「
本
社
は
下
照
姫
命
を
祀
れ
る
社
に
て
、
他
の
四
神
は
後
に
相
殿

に
祀
れ
る
な
る
べ
し
、
秋
祭
に
織
機
の
神
事
あ
り
て
、
内
侍
命
婦
奉
仕
す
、
こ
れ
女
神
主
た

る
証
な
り
」（
近
藤
芳
樹
）な
ど
の
諸
説
を
紹
介
し
た
う
え
で
、「
今
は
古
記
録
を
尊
重
し
て

論
考
を
避
け
た
い
」
と
し
て
い
る（

25
）。

　

こ
こ
で
再
検
討
す
べ
き
は
、
そ
も
そ
も
現
在
の
祭
神
の
な
か
に
本
来
の
祭
神
が
含
ま
れ
て

い
る
と
い
う
自
明
の
前
提
そ
の
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
神
社
に
お
い
て
、
長
い
年
月
の
間
に

祭
神
が
変
遷
す
る
現
象
は
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
、
当
初
の
祭
神
を
検
討
す
る
際
は
で
き
る

だ
け
古
い
史
料
を
検
討
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

仁
壁
神
社
の
場
合
、
確
実
な
史
料
と
し
て
は
平
安
期
の
史
料
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
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と
り
あ
え
ず
、
こ
れ
を
年
代
順
に
検
討
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』

（
26
）だ
が
、
こ
こ
に
は
「
在
二
周
防
国
一
正
六
位
上
仁
壁
神
、
授
二
従
五
位
下
一
」（『
日
本
文

徳
天
皇
実
録
』
巻
十
・
天
安
二
年（
八
五
九
）二
月
十
六
日
条
）と
あ
る
。
つ
ぎ
に
、『
日
本
三

代
実
録
』（

27
）に
は
、「
大
和
国
従
一
位
勲
六
等
石
上
神
階
加
二
正
一
位
一
。
周
防
国
従
四
位

下
玉
祖
神
・
三
坂
神
並
授
二
従
三
位
一
。
従
五
位
下
仁
璧〔
壁
〕神

授
二
従
四
位
下
一
」（『
日
本
三
代

実
録
』
巻
十
四
・
貞
観
九
年（
八
六
七
）三
月
十
日
条
）と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
い
ず

れ
も
神
階
昇
授（

28
）に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

仁
壁
神
の
奈
良
期
に
お
け
る
状
況
は
確
認
で
き
な
い
と
は
い
え
、
初
見
の
『
文
徳
実
録
』

天
安
二
年
条
で
は
「
正
六
位
上
仁
壁
神
」
と
あ
り
、
九
世
紀
前
半
ま
で
に
神
階
を
授
与
さ
れ

て
い
た
格
の
高
い
神
と
判
断
で
き
る
。
な
お
、
そ
れ
以
前
に
神
階
奉
授
に
関
す
る
史
料
が
存

在
し
な
い
の
は
、史
料
の
欠
落
の
可
能
性
も
あ
る
が
、八
世
紀
代
ま
で
仁
壁
神
は「
無
位
」だ
っ

た
も
の
が
「
嘉
祥
三
年（
八
五
〇
）十
二
月
二
十
八
日 

太
政
官
符
」（「
嘉
祥
四
年（
八
五
一
）

正
月
二
十
七
日 

太
政
官
符
」『
類
聚
三
代
格
』
所
引
）で
「
国
内
諸
神
不
レ
論
二
有
位
無
位
一
叙

二
正
六
位
上
一
」と
さ
れ
た
際
に「
新
叙
二
正
六
位
一
」と
な
っ
た
と
か
ら
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
神
階
奉
授
に
関
す
る
記
事
を
通
覧
す
る
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
仁
壁

神
」
と
い
う
表
記
で
あ
る
。
六
国
史
に
み
え
る
関
連
記
事
は
、
神
社
名
で
は
な
く
神
名
を

挙
げ
る
方
式
を
採
る
。
た
と
え
ば
「
進
二
山
城
国
火
雷
神
階
一
、
授
二
従
五
位
上
一
。
…
進
二
大

和
国
丹
生
川
上
雨
師
神
階
一
、
授
二
正
四
位
下
一
。
龍
田
天
御
柱
命
神
、
国
御
柱
命
神
、
若
宇

加
乃
売
命
神
、
並
加
二
従
五
位
上
一
」（『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年（
八
五
〇
）七
月

十
一
日
条
）と
い
っ
た
場
合
、
火
雷
神
は
乙
訓
坐
大
雷
神
社
の
、
丹
生
川
上
雨
師
神
は
丹
生

川
上
神
社
の
、
龍
田
天
御
柱
命
神
と
国
御
柱
命
神
は
龍
田
神
社
の
、
若
宇
加
乃
売
命
神
は
広

瀬
神
社
の
主
祭
神
で
あ
る
。
奉
授
の
際
に
発
行
さ
れ
る
「
神
位
記
」
の
書
式
も
、
神
社
で
は

な
く
個
々
の
神
に
対
す
る
授
位
と
い
う
体
裁
と
な
っ
て
い
る（

29
）。
そ
し
て
発
行
さ
れ
た
神

位
記
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
祀
ら
れ
る
神
殿
に
奉
納
さ
れ
る（

30
）。
つ
ま
り
神
階
と
は
、
神

社
組
織
や
そ
の
管
理
者
に
対
し
て
授
与
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
神
に
奉
授
さ
れ
る

も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
「
仁
壁
神
」
と
い
っ
た
場
合
、「
仁
壁
神
社
に
祭
ら
れ
る
神
」
と
い

う
意
味
で
は
な
く
、「
仁
壁
」
と
い
う
固
有
の
神
格
を
持
っ
た
神
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
確
認
し
た
う
え
で
、『
延
喜
式
』（
延
長
五
年（
九
二
七
）完
成
）の
記
事
を

確
認
し
て
お
こ
う
。『
延
喜
式
』（
巻
十 

神
名
式 

下
）に
は
、
当
時
の
周
防
国
内
の
主
要
神

社
が
、
以
下
の
よ
う
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

周
防
国
十
座
〈
並
小
〉

熊
毛
郡
二
座
〈
並
小
〉　

熊
毛
神
社　

石
城
神
社

佐
波
郡
六
座
〈
並
小
〉　

玉
祖
神
社
二
座　

出
雲
神
社
二
座　

御
坂
神
社　

劔
神
社

吉
敷
郡
一
座
〈
小
〉　　

仁
壁
神
社

都
濃
郡
一
座
〈
小
〉　　

二
俣
神
社

　

こ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
神
名
帳
」
の
記
載
も
含
め
る
と
、
九
〜
一
〇
世
紀
の
周
防
国
吉
敷
郡

に
は
「
仁
壁
神
」
を
祭
祀
す
る
「
仁
壁
神
社
」
が
存
在
し
た
と
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
仁
壁

神
社
の
本
来
の
祭
神
は
、
現
在
の
五
柱
の
祭
神
の
い
ず
れ
で
も
な
か
っ
た
こ
と
が
明
確
と
な

る
。

　

と
こ
ろ
で
『
延
喜
式
』
写
本
の
う
ち
武
田
本
に
は
、
先
の
掲
載
箇
所
の
う
ち
、
順
に
剣
神

社
・
吉
敷
郡
・
仁
壁
神
社
・
都
濃
郡
・
二
俣
神
社
の
計
五
箇
所
に
「
貞
」
と
い
う
標
柱
が
記

入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
弘
仁
式
』（
弘
仁
十
一
年（
八
二
〇
）年
撰
進
）の
段
階
で
周
防

国
内
に
は
熊
毛
神
社
・
石
城
神
社（
熊
毛
郡
）・
玉
祖
神
社
・
出
雲
神
社
・
御
坂
神
社（
佐
波

郡
）の
計
五
社
の
式
内
社
が
存
在
し
た
の
に
対
し
、『
貞
観
式
』（
貞
観
十
一
年（
八
六
九
）撰

進
）の
段
階
で
剣
神
社（
佐
波
郡
）・
仁
壁
神
社（
吉
敷
郡
）・
二
俣
神
社（
都
濃
郡
）の
三
社
が

追
加
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
標
柱
と
考
え
ら
れ
る（
宮
城 

一
九
五
四
・
二
宮 

一
九
七
五
・
小
倉 

一
九
九
三
）。
こ
の
記
載
に
よ
っ
て
、
仁
壁
神
社
が
式
内
社
と
さ
れ
た
の
は
、
弘
仁
十
一
年

（
八
二
〇
）年
以
降
、
貞
観
十
一
年（
八
六
九
）ま
で
の
間
と
判
明
す
る
。
こ
う
し
た
時
期
的

な
問
題
か
ら
見
て
も
、
仁
壁
神
社
の
式
内
社
化
は
先
述
し
た
嘉
祥
三
年（
八
五
〇
）の
神
階
奉

授
と
一
定
の
関
連
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
仁
壁
神
社
に
祭
ら
れ
て
い
る
神
の
う
ち
い
く
つ
か
は
、
古
代
の
段
階

で
す
で
に
合
祀
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い（
渡
辺 

二
〇
二
〇
Ｃ
）。
そ
の
う
ち
で
も
、
と

く
に
表
筒
男
命
・
中
筒
男
命
・
下
筒
男
命
の
三
神（
い
わ
ゆ
る
住
吉
神
）は
、
住
吉
大
社（
摂

津
国
）の
主
祭
神
と
し
て
著
名
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
の
二
神
に
し
て
も
、
味
耜
高
彦

根
命
は
た
と
え
ば
式
内
社
の
高
鴨
阿
治
須
岐
詫
彦
根
命
神
社（
大
和
国
）な
ど
で
祭
祀
さ
れ

て
い
る
し
、
下
照
姫
命
も
式
内
社
の
比
売
許
曽
神
社（
摂
津
国
）で
祭
祀
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
強
力
な
神
格
が
、
周
防
国
に
お
い
て
式
内
社
の
指
定
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
、

疑
問
を
感
じ
る
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

結
論
か
ら
い
え
ば
、
他
の
式
内
社
で
祭
祀
さ
れ
て
い
る
神
と
同
一
の
神
格
と
み
な
さ
れ
た

神（
分
祀
さ
れ
た
神
）は
、
い
く
ら
重
要
な
神
で
あ
っ
て
も
朝
廷
か
ら
神
階
を
奉
授
さ
れ
た
り

祭
祀
を
受
け
た
り
で
き
な
い
原
則
だ
っ
た（

31
）。
つ
ま
り
、
現
在
祭
ら
れ
て
い
る
主
要
な
五

神
は
、
そ
も
そ
も
式
内
社
選
定
の
シ
ス
テ
ム
上
、
指
定
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
神
格
だ
っ
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仁壁神社についての一考察―名称の由来や当初の祭神の問題を中心に―

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
現
在
の
祭
神
の
な
か
か
ら
、
当
初
の
祭
神
を
探
そ
う

と
す
る
方
法
論
に
は
無
理
が
あ
る
と
分
か
る
。

第
四
節　

呼
称
か
ら
み
た
「
仁
壁
神
」
の
性
格

　

前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
仁
壁
神
社
本
来
の
祭
神
は
「
仁
壁
神
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し

「
仁
壁
」
と
い
う
呼
称
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
早
い
段
階
で
仁
壁
神
へ
の
祭
祀
が
廃
れ
た
こ

と
も
あ
っ
て
定
か
で
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
度
会
延
経
『
神
名
帳
考
証
』（
一
八
世
紀
）は
、
周
防
国
造
と
茨
城
国
造
が
同
祖
で
、

茨
城
国
造
の
祖
は
天
津
彦
根
命
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
同
じ
く
天
津
彦
根
命
を
祖
と

す
る
「
額
田
部
湯
坐
連
」
の
存
在
に
注
目
し
、「
按
仁
与
レ
奴
音
通
、略
二
田
字
一
」
と
想
定
す
る
。

つ
ま
り
、「
額
田
部
」（
ぬ
か
た
べ
）の
「
田
」
が
抜
け
た
う
え
に
、第
一
音
の
「
ぬ
」
が
「
に
」

に
転
訛
し
た
こ
と
で
「
に
か
べ
」
と
い
う
読
み
が
発
生
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解

は
、
続
く
伴
信
友
『
神
名
帳
考
』（
一
九
世
紀
初
頭
）に
も
継
承
さ
れ
る
な
ど
、
近
世
に
お
い

て
は
通
説
的
な
位
置
を
占
め
続
け
た
。

　

近
代
以
降
、
山
口
県
の
郷
土
史
家
に
よ
る
研
究
が
進
め
ら
れ
た
段
階
に
お
い
て
も
、
い
く

つ
か
の
仮
説
が
提
起
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
近
藤
清
石
や
御
薗
生
翁
甫
は
、周
辺
に
あ
っ
た「
仁

戸
」（
に
へ
）と
い
う
地
名
に
注
目
し
、「
仁
戸
」
と
「
贄
」
を
関
連
づ
け
、
そ
こ
か
ら
仁
壁

の
名
義
に
検
討
を
進
め
た（
第
二
節
で
詳
述
）。
以
上
の
仮
説
に
共
通
す
る
の
は
、
類
似
す
る

固
有
名
詞
を
探
し
出
し
、
そ
れ
と
の
関
連
性
を
想
定
す
る
論
法
で
あ
る
。

　

こ
の
後
し
ば
ら
く
、
関
連
研
究
は
下
火
と
な
り
、
仁
壁
神
社
の
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
も

成
果
は
提
示
さ
れ
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
変
化
が
生
じ
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
に

入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
神
祇
研
究
の
専
門
家
で
あ
る
志
賀
剛
は
、「
仁
壁
」
の
語

源
に
つ
い
て
、
同
じ
山
口
盆
地
内
に
あ
る
「
仁
保（
に
ほ
）」
と
い
う
地
名
に
注
目
し
、
そ

こ
が
「
丹
」（
こ
の
場
合
、
厳
密
に
水
銀
朱
と
鉛
丹
の
区
別
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
以
下
、

同
じ
）の
産
地
で
あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
し
た
う
え
で（
丹
生
→
仁
保
）、「
仁
壁
は
丹
壁
で
古

代
に
は
、
赤
土
が
壁
の
よ
う
に
な
っ
て
露
出
し
て
い
た
…
古
代
に
は
尊
重
さ
れ
、
自
然
神

と
し
て
祭
ら
れ
て
い
た
」（
志
賀 

一
九
八
三
）と
い
う
見
通
し
を
提
示
し
た
。
な
お
志
賀
は
、

別
著
で
は
「
丹
」
信
仰
と
の
関
連
か
ら
、「
ニ
カ
ミ（
丹
神
）→
ニ
カ
メ
→
ニ
カ
ベ（
仁
壁
）」

と
い
う
、
前
著
と
は
少
々
異
な
る
名
称
の
発
生
過
程
を
想
定
し
て
い
る（
志
賀 

一
九
八
九
）。

同
時
期
、
仁
壁
神
社
を
、
和
爾
坐
赤
坂
比
古
神
社（
大
和
国
）・
赤
見
神
社（
近
江
国
）・
赤
淵

神
社（
但
馬
国
）な
ど
の
「
赤
」
を
呼
称
の
含
む
神
社
と
同
質
の
、
赤
色
に
対
す
る
信
仰
の
拠

点
と
す
る
見
解
も
登
場
し
た
。
具
体
的
に
は
、「「
丹
」
が
塗
ら
れ
た
「
赤
い
壁
」
を
神
格
化

し
た
も
の
」
と
想
定
す
る
の
で
あ
る（
森 

一
九
八
三
）。
い
ず
れ
の
論
者
も
、
仁
壁
神
社
の

本
来
の
信
仰
形
態
は
「
丹
」
信
仰
の
拠
点
だ
っ
た
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
以
上
の
研

究
成
果
は
、
戦
前
ま
で
の
成
果
と
は
異
な
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
第
二
節
で
と
り
あ
げ

た
「
赤
土
」
の
問
題
と
関
連
し
て
興
味
を
引
か
れ
る
仮
説
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
い
さ
さ
か

検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
「
仁
保
」
と
い
う
地
名
と
、「
丹
」
の
関
係
に
つ
い
て
。
各
種
の
地
名
辞
典
で
「
仁

保
」
と
い
う
地
名
を
探
し
て
み
る
と
、
山
口
県
山
口
市
の
ほ
か
、
広
島
県
広
島
市
・
岡
山
県

赤
磐
郡
な
ど
に
現
存
す
る
。
そ
し
て
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
い
ず
れ
も
赤

色
顔
料
の
原
料
産
地
と
考
え
て
よ
い（

32
）。
実
際
、
山
口
県
山
口
市
の
「
仁
保
」
に
つ
い
て
は
、

水
銀
の
産
地
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
地
名
が
「
丹
」
に
由
来
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る（
松
田 

一
九
七
〇
）。
ま
た
仁
保
と
丹
生
が
通
用
す
る
表
記
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と

え
ば
大
仁
保
神
社（
奈
良
県
高
市
郡
）の
所
在
す
る
地
字
が
「
丹
生
谷
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
も
確
認
で
き
る
。

　

つ
い
で
、「
丹
」
を
信
仰
の
対
象
と
す
る
あ
り
方
に
つ
い
て
。
赤
色
系
の
顔
料
に
つ
い
て

は
、
水
銀
朱
・
鉛
丹
・
ベ
ン
ガ
ラ（
酸
化
鉄
）の
時
期
・
地
域
・
用
途
に
よ
る
使
い
分
け
が
解

明
さ
れ
つ
つ
あ
り（
市
毛 

一
九
九
八
・
同 

二
〇
一
六
・
本
田 

一
九
九
五
・
同 

二
〇
〇
四
ほ

か
）、
日
本
の
古
代
社
会
に
お
い
て
神
聖
な
パ
ワ
ー
を
内
包
す
る
色
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
も
解
明
さ
れ
て
い
る（
芳
井 

一
九
八
三
・
伊
原 

一
九
八
七
・
福
島 

一
九
七
四
）。
後
世
に

な
る
と
捺
印
や（
渡
辺 

二
〇
一
五
）、
建
築
物
・
工
芸
品
・
絵
画
作
品
な
ど
へ
の
塗
布（
北
野 

二
〇
一
三
）と
い
う
目
的
に
限
定
さ
れ
て
い
く
が
、
原
始
・
古
代
の
段
階
に
お
い
て
は
、
と

く
に
重
視
さ
れ
て
い
た
色
で
あ
る
。

　

各
種
の
原
料
の
う
ち
、
比
較
的
容
易
に
入
手
可
能
な
ベ
ン
ガ
ラ（
酸
化
鉄
）は
と
も
か
く
、

朱
・
丹
に
つ
い
て
は
原
料
入
手
に
加
え
て
顔
料
作
成
に
も
高
度
な
技
術
を
要
し
た
。
そ
の
た

め
日
本
古
代
に
お
け
る
赤
色
顔
料
へ
の
需
要
の
高
さ
に
対
応
す
る
過
程
で
、
製
法
を
持
つ
氏

族
が
全
国
各
地
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。た
と
え
ば
全
国
に
分
布
す
る「
丹
生
」

と
い
う
古
代
地
名（
郡
・
郷
）（

33
）が
赤
色
顔
料
の
産
地
に
由
来
す
る
こ
と
は
、「
丹
生
郷
〈
在

二
郡
西
一
〉
／
昔
時
之
人
、取
二
此
山
沙
一
、該
二
朱
沙
一
。
因
曰
二
丹
生
郷
一
」（『
豊
後
国
風
土
記
』

海
部
郡
条
）な
ど
の
史
料
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
彼
ら
技
術
者
集
団
が
「
丹
」
自
体（
あ
る
い

は
そ
の
産
出
地
）を
自
然
神
と
し
て
祭
祀
し
た
の
が
、
丹
の
神（

34
）を
祭
る
丹
生
神
社
の
原

型
と
推
定
さ
れ
て
い
る（
村
山 

一
九
七
〇
）。
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こ
う
し
て（
恐
ら
く
古
代
前
期
ま
で
に
）全
国
へ
信
仰
が
広
ま
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
、
原

材
料
の
産
出（
あ
る
い
は
顔
料
の
需
要
）が
衰
え
る
と
、
他
の
神
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
り

（
松
田 

一
九
七
〇
）、
別
の
性
格
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全
国
の
丹
生
神
の
総
本

山
的
な
位
置
づ
け
に
あ
る
吉
野
山
に
お
け
る
信
仰
の
場
合
、
次
第
に
「
雷
神
的
性
格
」（
村

山 
一
九
七
〇
）が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
雷
神
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
媒
介
に
、
現
在
の
仁
壁
神
社
の

祭
神
の
一
つ
で
あ
る
味
耜
高
彦
根
命
と
賀
茂
氏（
大
和
国
葛
上
郡
）の
関
係
が
見
い
だ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。
味
耜
高
彦
根
命
に
「
雷
神
」
的
な
側
面
が
あ
る
こ
と
は
別
述
す
る
が（
渡
辺 

二
〇
二
〇
Ｃ
）、
記
紀
神
話
に
よ
れ
ば
同
氏
の
祖
に
あ
た
る
三
輪
神
が
丹
塗
矢（
雷
神
の
表

象
）に
化
身
す
る
神
婚
説
話
が
見
え
る（

35
）。
賀
茂
氏
が
故
郷
で
奉
斎
し
て
い
た
高
鴨
阿
治

須
岐
託
彦
根
命
神
社（
大
和
国
葛
上
郡
の
式
内
社
）の
主
祭
神
が
味
耜
高
彦
根
命
で
あ
る
こ
と

や
、
彼
自
身
を
め
ぐ
る
神
婚
説
話
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
両
者
の
関
係
を
示
唆
し
て

い
る（
原
田 

一
九
六
九
）。
以
上
の
よ
う
な
連
想
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
丹
信
仰
の
残
滓
が
味

耜
高
彦
根
命
へ
の
信
仰
と
し
て
現
存
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　

仁
壁
神
社
の
祭
神
の
変
遷
に
関
し
て
、
別
稿
で
述
べ
た
内
容
も
含
め
て
整
理
す
る
と
、
以

下
の
よ
う
に
な
る
。ま
ず
九
世
期
の『
文
徳
実
録
』・『
三
代
実
録
』、あ
る
い
は
一
〇
世
期
の『
延

喜
式
』
に
み
え
る
祭
神
は
「
仁
壁
神
」
と
い
う
神
で
、
こ
れ
は
古
代
の
丹
信
仰
と
関
連
す
る

可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
仁
壁
神
に
加
え
て
、
古
代
〜
中
世
に
か
け
て
複
数
の
神
が
合
祀
さ
れ
て
い
く（
渡
辺 

二
〇
二
〇
Ｃ
）。
た
と
え
ば
住
吉
三
神
は
、
内
陸
地
で
海
洋
神
を
奉
斎
す
る
と
い
う
特
殊
性

か
ら
も
、
移
民
し
て
き
た
海
洋
民
の
要
請
を
受
け
て
合
祀
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
味

耜
高
彦
根
命
も
、こ
の
神
を
奉
斎
す
る
勢
力
が
入
植
す
る
過
程
で
合
祀
さ
れ
た
の
だ
ろ
う（
下

照
姫
命
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
）。
つ
ま
り
古
代
後
期
に
現
在

地
へ
と
移
転
す
る
以
前
、
現
祭
神
は
ほ
ぼ
そ
ろ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

こ
う
し
た
過
程
で
、
当
初
の
祭
神
「
仁
壁
神
」
へ
の
信
仰
は
廃
れ
て
い
く
。
そ
の
直
接
の

要
因
は
、
仁
壁
神
を
支
持
す
る
氏
族
が
勢
力
を
失
っ
た
た
め
だ
ろ
う
が
、
中
世
の
戦
乱
の
影

響
な
ど
も
あ
っ
て
祭
祀
の
本
源
が
不
分
明
と
な
っ
た
結
果
、
当
初
の
祭
神
「
仁
壁
」
は
神
社

名
の
み
に
残
り
、
近
世
以
降
、
主
祭
神
に
関
す
る
諸
説
が
多
様
に
提
起
さ
れ
続
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

た
だ
し
仁
壁
神
へ
の
信
仰
の
廃
絶
は
、
こ
の
神
社
の
低
迷
に
つ
な
が
っ
た
訳
で
は
な
い
。

古
代
に
「
神
前
郷
」
と
称
さ
れ
郡
内
随
一
の
威
信
を
誇
っ
た
仁
壁
神
社
の
周
辺
地
域
は
、
中

世
に
は
「
宮
野
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
で
、
郡
内
に
お
け
る
神
祇
信
仰
の
中
心
地
域
と
し
て
維

持
さ
れ
続
け
て
ゆ
く（
渡
辺 

二
〇
二
〇
Ｂ
）。
古
代
以
来
の
伝
統
を
背
負
っ
た
勢
威
は
、
少

な
く
と
も
中
世
後
期
に
全
社
が
焼
き
討
ち
に
遭
う
ま
で
、
維
持
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

注1
）周
防
国
の
一
宮
は
玉
た
ま
の
お
や祖

神
社（
佐
波
郡
）、
二
宮
は
出
雲
神
社（
佐
波
郡
）。
前
者
は

玉た
ま
つ
く
り
べ

造
部（
曲ま
が
た
ま玉
な
ど
の
製
作
に
従
事
す
る
集
団
）の
祖
先
を
祭
っ
た
神
社
と
考
え
ら
れ
る
。

文
献
上
の
「
一
宮
」
の
初
見
は
こ
の
神
社
で
あ
り（『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
七
第
二
三
話
）、

他
国
へ
も
勧
請
さ
れ
る
ほ
ど（
田
中 

一
九
六
七
）有
力
な
神
祇
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
後

者
は
、
名
称
か
ら
し
て
出
雲
の
勢
力
と
強
い
関
係
が
推
定
さ
れ
る
神
社
で
あ
る
。
こ
の
神

社
が
「
二
宮
」
と
見
え
る
の
は
、「
永
万
元
年（
一
一
六
五
）六
月 

神
祇
官
諸
社
年
貢
注
文
」

（『
平
安
遺
文
』
三
三
五
八
）が
初
見
史
料
で
あ
る
。
な
お
周
防
国（
全
六
郡
）の
式
内
社

一
〇
座
八
社
の
う
ち
、
佐
波
郡
に
は
六
座
四
社
が
集
ま
り
、
玉
祖
神
社（
二
坐
）を
除
く
出

雲
神
社（
大
己
貴
命
・
事
代
主
命
）、
三
坂
神
社（
大
国
主
命
）、
剣
神
社（
素
戔
鳴
尊
）は
出

雲
系
の
神
を
祭
祀
す
る
。
佐
波
郡
以
外
の
国
内
の
式
内
社
で
出
雲
の
神
を
祭
る
事
例
が
な

い
こ
と
も
念
頭
に
置
く
と
、
古
代
の
こ
の
地
域
と
出
雲
は
強
い
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る（
岡
本 

二
〇
一
六
）。

2
）「
鼓
頭
と
い
う
の
は
普
通
は
祭
礼
の
責
任
者
で
あ
り
、神
事
の
責
任
者
は
神
官
で
あ
る
」

（
御
園
生 

一
九
七
二
）・「
元
亀
元
年（
一
五
七
〇
） 

に
大
内
氏
滅
亡
後
の
阿
武
郡
一
帯
を

支
配
し
て
い
た
吉
見
町
の
奉
行
人
は
、
大
井
郷
八
幡
宮
祭
礼
に
出
仕
し
た
鼓
頭
の
座
席
順

を
記
し
て
い
る
。
鼓
頭
と
は
阿
武
郡
内
の
各
郷
の
代
表
で
あ
り
、
左
座
・
右
座
に
分
か
れ

て
大
井
郷
八
幡
宮
の
祭
礼
を
執
行
し
た
。」（
平
瀬 

二
〇
一
七
）な
ど
の
指
摘
を
参
照
。

3
）た
と
え
ば
長
門
国
阿
武
郡
の
場
合
、
金
石
山
八
幡
宮
で
は
鼓
頭
役
が
相
続
さ
れ
て
い

る
が
、
大
井
八
幡
宮
で
は
諸
郷
へ
鼓
頭
役
の
出
仕
義
務
が
負
わ
さ
れ
て
い
る（
秋
山 

二
〇
一
二
Ａ
）。
と
く
に
後
者
の
よ
う
な
場
合
、
鼓
頭
と
は
村
々
が
交
代
で
勤
め
る
職
に

過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

4
）こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
八
坂
神
社
の
大
宮
司
松
田
時
重
と
混
同
し
て
い
る
可
能
性
も

否
定
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
こ
の
時
期
の
時
重
は
、
八
坂
神
社
と
仁
壁
神
社
の
大
宮
司
を

兼
任
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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5
）『
防
長
風
土
注
進
案
』「
桜
畠
村 

神
祠
」項
に
よ
る
。
な
お
境
内
に「
鐘
楼
」が
あ
っ
た
の
は
、

「
仁
壁
神
社
牛
玉
の
板
に
神
宮
寺
宝
印
と
あ
る
を
観
れ
ば
も
と
ハ
神
宮
寺
と
い
へ
り
し
に

や
あ
ら
ん
」（『
防
長
風
土
注
進
案
』
神
光
寺
項
）と
さ
れ
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
近
世

に
は
神
仏
混
交
が
相
当
進
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

6
）た
だ
し
「
周
防
部
に
お
い
て
は
雅
楽
の
盛
行
は
見
ら
れ
ず
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
む

し
ろ
長
門
部
に
そ
の
盛
行
を
見
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
仁
壁
神
社
が
秘
伝
と
し
て
持
ち

続
け
、
部
分
的
な
相
伝
し
か
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
」（
御
薗
生 

一
九
七
二
）と

い
う
指
摘
か
ら
す
る
と
、
長
賢
か
ら
忠
重
へ
、
楽
人
と
し
て
の
知
識
の
伝
受
が
充
分
に
な

さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
推
測
さ
れ
る
。
も
し
、そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、長
賢
は
『
兼

右
卿
記
』
永
禄
六
年（
一
五
六
三
）七
月
二
十
七
日
条
に
現
役
の
社
家
と
し
て
登
場
し
た
後
、

永
禄
十
二
年（
一
五
六
九
）の
大
内
輝
弘
の
乱
で
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
可
能
性
を
想
定
す
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。

7
）『
訓
点
語
彙
集
成
』
に
は
、こ
こ
に
掲
示
し
き
れ
な
い
ほ
ど
多
数
の
用
例
が
挙
が
る
。『
類

聚
名
義
抄
』
に
も
キ
ミ
・
ナ
ム
ヂ
・
ヒ
ト
・
ウ
ツ
ク
シ
ブ
・
メ
グ
ム
・
ム
ツ
マ
ジ
・
ヨ
シ
・

ヨ
ロ
コ
ブ
・
ユ
ル
ス
・
シ
ノ
ブ
・
タ
フ
ト
シ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

8
）漢
字
「
仁
」
の
呉
音
は
ニ
ン
・
ニ（
た
と
え
ば
仁
王
）、
漢
音
は
ジ
ン
。
こ
の
漢
字
は
、

呉
音
か
ら
派
生
し
て
平
仮
名
「
に
」
の
字
母
と
な
っ
て
い
る
。

9
）「
壁
」
の
古
訓
と
し
て
は
、イ
ワ
ホ
・
カ
キ
・
カ
ベ
・
ソ
コ
・
ヒ
ハ
ル（『
訓
点
語
彙
集
成
』）

／
カ
ヘ（『
倭
名
類
聚
抄
』・『
図
書
寮
本 

類
聚
名
義
抄
』・『
観
智
院
本 

類
聚
名
義
抄
』）

／
カ
キ
・
コ
ソ（『
観
智
院
本 

類
聚
名
義
抄
』）な
ど
の
事
例
が
あ
る
。

10
）こ
の
字
を
清
音
「
ヘ
」
だ
け
で
な
く
、濁
音
「
ベ
」
で
も
読
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、余
戸（
あ

ま
る
べ
）・
神
戸（
か
ん
べ
）な
ど
の
古
代
地
名
か
ら
確
認
で
き
る
。
な
お「
戸
」の
古
訓
に
は
、

ト
・
ト
ボ
ソ
・
ヘ
・
ヘ
ゴ
ト
ニ
・
ヘ
ヘ（『
訓
点
語
彙
集
成
』）
／
ツ
カ
サ
ト
ル
・
ト
・
ヘ
・

ホ
ノ
カ
ナ
リ
・
ヤ
ム（『
観
智
院
本 

類
聚
名
義
抄
』）
／
『
字
鏡
集
』
ト
・
ヤ
ム
・
ト
ド
ム
・

ト
ビ
ラ
な
ど
が
あ
る
。

11
）仁
布
神
社
に
つ
い
て
は
、「
丹
生
」
→
「
仁
布
」
の
可
能
性
を
想
定
す
る
松
田 

一
九
七
〇
・
池
辺 

一
九
八
九
な
ど
の
指
摘
を
参
照
。

12
）参
考
ま
で
に
、
古
代
地
名
の
漢
字
表
記
に
お
け
る
音
訓
混
用
の
事
例
を
確
認
し
て
お
こ

う
。先
行
研
究（
工
藤 

一
九
九
九
・
蜂
矢 

二
〇
一
四
）の
成
果
に
よ
れ
ば
、『
和
名
類
聚
抄
』

所
載
の
地
名（
郡
名
六
〇
〇
・
郷
名
四
〇
〇
〇
…
写
本
に
よ
り
異
な
る
の
で
概
数
）の
う
ち

で
音
訓
混
用
の
読
み
を
す
る
事
例
は
、
音
＋
訓（
重
箱
読
み
）が
二
〇
例
、
訓
＋
音（
湯
桶

読
み
）が
三
二
例
と
、
あ
わ
せ
て
全
体
の
１
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
郡
郷
の
地
名

表
記
で
音
訓
が
混
用
さ
れ
る
事
例
で
も
、
同
音
の
神
名
を
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
載
せ
る

場
合
は
、
音
訓
混
用
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
別
表
記
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
な
お
古
代
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
混
読
語
は
皆
無
で
は
な
い
が
、
非
常
に

少
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る（
新
野 

一
九
八
七
）。

13
）地
名
「
忍
坂
」
の
由
来
や
「
刑
部
」
と
表
記
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
池
田 

一
九
七
七

を
参
照
。

14
）「
於
无
左
加
倍
」
と
い
う
訓
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
蜂
矢 

二
〇
〇
九
を
参
照
。

15
）こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
は
じ
め
に
は
「
ヒ
ノ
モ
ト
の
草
香
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
。
ヒ
ノ
モ
ト
に
漢
字
を
宛
て
る
と
、
日
本
も
し
く
は
日
下
と
な
る
。
そ
し
て

枕
調
が
そ
の
ま
ま
地
名
に
転
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。「
飛
ぶ
鳥
の
明
日
香
」
が
飛
鳥
と

書
い
て
ア
ス
カ
と
よ
ま
せ
る
よ
う
に
、「
長
谷
の
泊
瀬
」
が
長
谷
と
書
い
て
ハ
セ
と
よ
ま

せ
る
よ
う
に
、「
日
下
の
草
香
」
は
枕
詞
の
日
下
と
書
い
て
ク
サ
カ
と
よ
ま
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
」（
谷
川 

一
九
九
四
）と
い
う
仮
説
も
参
照
。

16
）こ
の
地
名
改
変
に
つ
い
て
は
、
蜂
矢 

二
〇
一
五
も
参
照
。

17
）当
該
史
料
が
、仁
戸
の
初
見
。
な
お
「
仁
戸
○
」
と
い
う
地
名
は
「
仁
戸
野
」（『
中
右
記
』

承
徳
二
年
十
月
十
六
日
条
）な
ど
を
先
懸
と
し
て
各
地
で
検
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
読
み
は

様
々
で
あ
る
。
た
と
え
ば
仁
戸
田（
肥
前
国
神
埼
郡
）の
場
合
、
中
世
に
は
「
贄
田
」
と
も

表
記
す
る
の
で
「
に
へ
た
」
と
読
む
こ
と
が
分
か
る
。
近
隣
の
櫛
田
神
社
と
関
連
す
る
地

名
だ
ろ
う（
同
社
に
つ
い
て
は
、渡
辺 

二
〇
二
〇
Ｂ
を
参
照
）。肥
前
千
葉
氏
の
支
流
に「
仁

戸
田
」
を
名
乗
る
一
族
が
い
る
の
は
、
こ
の
地
名
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

　

周
防
国
内
の
場
合
、
佐
波
郡
・
吉
敷
郡
な
ど
に
同
様
の
地
名
が
広
く
見
ら
れ
る
。
佐
波
郡

の
場
合
、
室
町
期
の
「
防
府
天
満
宮
文
書
」
に
「
佐
波
令
内
仁
戸
田
」（『
山
口
県
史 

史

料
編 

中
世
二
』　

一
三
・
一
五
）と
見
え
る
の
を
端
緒
に
、
多
数
の
事
例
が
確
認
で
き
る
。

吉
敷
郡
の
地
名
の
場
合
は
、
前
述
の
『
鎌
倉
遺
文
』
八
一
五
を
先
駆
け
と
し
て
、「
興
隆

寺
文
書
」に「
仁
戸
田
村
」（『
県
史
』史
料
編 

中
世
三　

六
七
）・「
仁
戸
田
保
」（
七
三
）・「
大

内
村
仁
戸
田
保
」（
二
〇
五
）・「
矢
田
令
内
仁
戸
田
村
」（
二
一
一
）な
ど
と
見
え
る
。
こ

の
う
ち
吉
敷
郡
の
事
例
は
、「
に
へ
た
の
む
ら
」（「
弘
安
五
年（
一
二
八
二
）六
月
二
十
三

日 
多
々
良
氏
女
寄
進
状
」『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
六
三
四
）と
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
の
分
類

と
考
え
て
よ
い
。
大
内
氏
の
支
流
の
仁
戸
田
氏
の
場
合
、
佐
波
郡
の
仁
戸
田（
二
斗
田
）と

関
連
す
る
可
能
性
が
高
い
か（
な
お
平
瀬 

二
〇
一
四
は
、
明
確
な
根
拠
を
示
さ
な
い
ま
ま
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に
、
本
文
書
を
南
北
朝
期
以
降
の
偽
文
書
と
す
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
読
み
の
確

定
に
支
障
は
な
い
）。

　
　

一
方
、仁
戸
名（
下
総
国
千
葉
郡
）の
場
合
、「
に
と
な
」
と
読
む
。
地
名
の
由
来
は
、「
谷

の
湿
地（
に
と
・
に
た
）に
よ
る
も
の
か
」（『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』）と
さ
れ
る
。
姓
で

仁
戸
部
を
新
渡
戸（
に
と
べ
）と
表
記
す
る
事
例
も
同
様
の
読
み
を
想
定
で
き
る
の
で
、
全

国
的
に
は
こ
ち
ら
の
方
が
一
般
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

18
）古
代
前
期
の
「
べ
」
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
で
甲
類
・
乙
類
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、「
壁
」

字
の
場
合
、
甲
類（『
時
代
別
国
語
辞
典 

上
代
編
』・『
古
語
大
鑑
』）と
さ
れ
る
。
こ
れ
に

関
連
し
て
、「
カ
」（
処
）＋
「
ヘ（
甲
類
）」（
辺
）の
よ
う
な
清
音
を
語
源
と
す
る
熟
語
が
、

「
カ
ベ
」（
壁
）の
よ
う
に
連
濁
化
す
る
現
象
に
つ
い
て
は
、
柳
田 

二
〇
一
五
な
ど
を
参

照
。
一
方
、「
戸（
ヘ
）」
は
乙
類
と
さ
れ
る（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）の
で
、「
仁
壁
」
の
三

文
字
目
の
音
を
「
戸
」
と
表
記
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
区
別
が

失
わ
れ
て
以
降
、
つ
ま
り
平
安
期
以
降
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
神
名
の
由
緒
を
考
え
る

際
、
漢
字
「
戸
」
字
と
い
う
表
記
は
参
考
に
な
ら
な
い
。

19
）格
助
詞
「
が
」
は
、
現
代
語
に
も
「
我
が
○
○（
子
・
名
）」
な
ど
と
し
て
残
存
す
る
。

20
）古
代
前
期
の
日
本
社
会
で
「
壁
」
と
い
っ
た
場
合
、
土
壁
で
は
な
く
木
や
草
の
よ
う
な

植
物
性
の
材
質
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
山
田 

一
九
八
一
）。

21
）社（
＝
屋
代
・
ヤ
シ
ロ
）と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
木
村 
一
九
八
三
・
西
宮 

一
九
八
七

を
参
照
。

22
）神
社
と
見
な
す
た
め
の
必
要
条
件
に
つ
い
て
は
、
①
祭
祀
を
執
行
す
る
場
と
し
て
の

「
正
殿（
神
殿
・
玉
殿
）」
と
、
②
聖
域
を
区
切
る
「
囲
繞
施
設
」
が
想
定
さ
れ
る（
川
原 

二
〇
〇
九
）。

23
）こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
神
税
を
財
源
と
す
る
玉
祖
神
社（
Ｄ
・
Ｅ
断
簡
）と
正
税
を
財
源

と
す
る
某
神
社（
Ｂ
断
簡
）の
計
二
ヶ
所
で
神
社
修
理
料
が
記
載
さ
れ
、い
ず
れ
も「
赤
土
」

の
費
用
が
計
上
さ
れ
て
い
る（
井
上 

一
九
六
七
・
荊
木 

一
九
九
九
）。
な
お
同
様
の
工
事

に
際
し
て
財
源
が
異
な
る
の
は
、
後
者
が
神
戸
を
持
た
な
い
無
封
社
だ
っ
た
か
ら
と
考
え

ら
れ
る（
山
里 

一
九
七
六
・
小
林 

二
〇
〇
三
）。

24
）類
例
と
し
て
、
伊
豆
国
上
津
島
で
「
其
壁
塗
二
赤
土
一
」（『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年

（
八
四
〇
）九
月
二
十
三
日
条
）な
ど
と
形
容
さ
れ
る
「
火
山
活
動
の
溶
岩
や
噴
石
な
ど

で
で
き
た
自
然
地
形
」
を
社
殿
に
見
立
て
て
祀
っ
て
い
る
事
例（
坂
口 

一
九
八
六
・
原 

一
九
九
六
・
山
岸 

二
〇
一
五
）も
参
照
。

　
　

場
を
清
浄
化
す
る
た
め
に
赤
土
の
呪
性
を
利
用
す
る
方
式
は
、
文
学
作
品
に
も
見
え
る
。

た
と
え
ば
神
婚
説
話
の
な
か
に
、
夜
ご
と
に
通
っ
て
く
る
男（
三
輪
神
）の
正
体
を
確
か
め

る
過
程
で
「
以
二
赤
土
一
散
二
床
前
一
」（『
古
事
記
』
巻
中 

崇
神
天
皇
）と
い
う
行
為
が
見
え
、

「
赤
土
を
床
の
あ
た
り
に
撒
き
ち
ら
す
の
は
、
悪
霊
邪
鬼
を
祓
う
た
め
」（
日
本
古
典
文

学
大
系
本 

頭
注
）と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
古
墳
の
埋
葬
施
設
に
赤

色
顔
料
を
塗
布
す
る
現
象
と
も
関
係
し
よ
う（
第
四
節
も
参
照
）。

25
）教
部
省
編
『
特
選
神
名
牒
』（
磯
部
甲
陽
堂
、
一
九
二
五
年
）・
式
内
社
研
究
会
編
『
式

内
社
調
査
報
告
』（
皇
学
館
大
学
出
版
部
、
一
九
八
〇
年
）。

26
）本
史
料
に
つ
い
て
は
、
松
崎 

二
〇
〇
一
を
参
照
。

27
）本
史
料
に
つ
い
て
は
、
柄 

一
九
九
五
を
参
照
。
現
存
す
る
諸
写
本
は
す
べ
て
三
条
西
実

隆
・
公
条
父
子
の
書
写
に
な
る
本
を
祖
本
と
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
巻
一
四
は
「
ほ
ぼ
完

全
な
卜
部
家
本
を
書
写
」
し
た
箇
所
で
あ
る
。
な
お
、こ
の
史
料
で
は
、神
名
を
「
仁
璧
」

と
表
記
す
る
。「
壁
」（
呉
音
：
・
漢
音
：
ヘ
キ
）と
「
璧
」（
呉
音
ヒ
ャ
ク
・
漢
音
：
ヘ
キ
）

は
音
通
す
る
が
、訓
読
で
は
「
壁
」（
か
べ
）・「
璧
」（
た
ま
）と
異
な
る
の
で
、後
述
す
る
『
延

喜
式
』
の
「
ニ
カ
へ
」
と
い
う
訓
も
踏
ま
え
る
と
、
三
条
西
家
本
の
段
階
ま
で
に
発
生
し

た
誤
写
の
可
能
性
が
あ
る
。

28
）九
〜
一
〇
世
紀
に
か
け
て
神
位
授
位
の
盛
行
す
る
社
会
的
な
背
景
に
つ
い
て
は
、
小
倉 

一
九
九
三
・
川
原 

一
九
九
七
な
ど
を
参
照
。
な
お
従
四
位
下
と
い
う
神
階
に
つ
い
て
は
、

林 

一
九
五
三
・
西
山 

一
九
五
五
も
参
照
。

29
）発
給
手
続
き
に
つ
い
て
は
、『
新
儀
式
』
巻
四 

奉
加
神
位
階
事
・『
柱
史
抄
』
下 

神

位
事
に
詳
し
い
。『
本
朝
世
紀
』
天
慶
五
年（
九
四
二
）四
月
十
一
日
条
・「
天
暦
六
年

（
九
五
二
）四
月
十
五
日 

太
政
官
符
」（『
類
聚
符
宣
抄
』）も
参
照
。
書
様
は
、『
延
喜
内

記
式
』
一
〇 

神
位
記
式
・「
神
位
記
書
様
」（『
朝
野
群
載
』
巻
一
二
）に
見
え
る
。「
延
喜

二
十
一
年（
九
二
一
）二
月
二
十
七
日 

太
政
官
符
」（『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
一
）も
参
照
。

30
）た
と
え
ば
「
高
良
玉
垂
神
、
及
比
咩
神
等
正
殿
遇
二
失
火
一
、
位
記
皆
被
二
焼
損
一
」（『
日

本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年（
八
五
八
）五
月
十
四
日
条
）と
い
う
記
事
か
ら
、
神
位
記

は
神
殿
中
心
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
分
か
る
。

31
）二
宮 

一
九
六
一
・
岡
田 

二
〇
〇
二
。
九
世
紀
後
半
以
降
、
こ
う
し
た
傾
向
が
徐
々
に

消
滅
し
、
分
社
で
も
独
立
し
た
〈
神
社
〉
と
見
倣
す
方
向
に
変
化
し
て
い
っ
た（
小
倉 

二
〇
〇
八
）。

32
）松
田 

一
九
七
〇
・
同 

一
九
七
五
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
対
し
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
分
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布
す
る
仁
尾
・
仁
保
・
二
保
・
仁
保
島
・
二
保
津
・
新
穂
等
の
地
名
は
「
鳰
」（
ニ
ホ
）と

い
う
鳥
の
名
前
に
由
来
す
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が（
鏡
味 

一
九
七
七
）、
根
拠
は
示
さ

れ
て
な
い
。

　
　

な
お
個
人
的
に
は
、
贄（
ニ
ヘ
）→
仁
保（
ニ
ホ
）と
転
訛
し
た
可
能
性
も
念
頭
に
置
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
古
代
に
お
い
て
こ
の
地
域
は「
仲
河
郷
」と
称
さ
れ
、御
厨（
天

皇
へ
の
ニ
ヘ
の
貢
納
義
務
を
負
う
地
域
）と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る（
渡
辺 

二
〇
二
〇

Ａ
）。
た
だ
し
、
こ
の
想
定
が
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
周
辺
に
赤
色
顔
料
の
産
地
が
あ

る
事
実
や
、「
周
防
国
正
税
帳
」
か
ら
確
認
で
き
る
赤
土
を
使
っ
た
神
社
造
営
の
実
態
な

ど
を
踏
ま
え
れ
ば
、
古
代
の
こ
の
地
域
に
丹
信
仰
が
存
在
し
た
可
能
性
を
想
定
す
る
の
は

難
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

33
）た
だ
し
同
じ
く
「
丹
」
字
を
含
む
固
有
名
詞
で
も
、「
丹
比
」（
た
ぢ
ひ
）は
「
多
治
比
」

の
別
表
記
で
、
単
に
「
丹
」
字
の
字
音
を
利
用
し
た
だ
け
だ
ろ
う
。
こ
の
氏
族
名
に
つ
い

て
は
、
前
之
園 

二
〇
一
三
も
参
照
。

34
）「
丹
」
信
仰
の
主
祭
神
は
、
女
神
が
一
般
的（
松
田 

一
九
七
〇
）と
い
う
指
摘
も
参
照
。

35
）丹
塗
り
矢
型
の
神
婚
譚
に
つ
い
て
関
連
研
究
は
多
い
が
、
と
り
あ
え
ず
多
田 

一
九
九
七

を
参
照
。

参
考
文
献

秋
山
伸
隆
ほ
か
「
長
門
国
の
国
衙
領
・
荘
園
」（『
山
口
県
史 
通
史
編 

中
世
』
山
口
県
、

二
〇
一
二
年
Ａ
）

秋
山
伸
隆
「
領
国
の
拡
大
と
大
内
輝
弘
の
山
口
侵
攻
」（『
山
口
県
史 

通
史
編 
中
世
』
山
口
県
、

二
〇
一
二
年
Ｂ
）

池
田
末
則
「
忍
坂
」（『
日
本
地
名
伝
承
論
』
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
）

池
辺
弥
「
石
と
神
社
」（『
古
代
神
社
誌
論
攷
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）

市
毛
勲
『
新
版 

朱
の
考
古
学
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
八
年
）

市
毛
勲
『
朱
丹
の
世
界
』（
ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
二
〇
一
六
年
）

稲
垣
栄
三
「
古
代
の
神
社
建
築
」（『
神
社
建
築
史
研
究 

㈵
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
〇
〇
六
年
、
初
出
一
九
七
三
年
）

井
上
寛
司
「
中
世
諸
国
一
宮
制
の
基
本
的
性
格
」（『
日
本
中
世
国
家
と
諸
国
一
宮
制
』
岩
田

書
院
、
二
〇
〇
九
年
）

伊
原
昭「
上
代
の
赤
―
顔
料
を
中
心
に
―
」（『
増
補
版 

万
葉
の
色
』笠
間
書
院
、二
〇
一
〇
年
、

初
出
一
九
八
七
年
）

荊
木
美
行
ほ
か「
天
皇
の
祭
祀
と
神
祇
」（
中
村
修
也
編
著『
続
日
本
紀
の
世
界
』思
文
閣
出
版
、

一
九
九
九
年
）

太
田
博
太
郎
「
日
本
建
築
の
特
質
」（『
日
本
建
築
史
序
説
』
彰
国
社
、
一
九
四
七
年
）

岡
田
荘
司
「
古
代
の
神
社
と
神
階
」（『
古
代
諸
国
神
社
神
階
制
の
研
究
』
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
二
年
）

岡
田
精
司「
神
社
建
築
の
源
流
―
古
代
日
本
に
神
殿
建
築
は
あ
っ
た
か
―
」（『
考
古
学
研
究
』

四
六
―
二
、一
九
九
九
年
）

岡
本
雅
享
『
出
雲
を
原
郷
と
す
る
人
び
と
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
六
年
）

小
倉
慈
司
「
延
喜
神
名
式
「
貞
」「
延
」
標
注
の
検
討
―
官
社
の
数
量
的
変
遷
に
関
し
て
―
」

（『
延
喜
式
研
究
』
八
、一
九
九
三
年
）

小
倉
慈
司
「
古
代
在
地
社
会
に
お
け
る
「
神
社
」
の
存
在
形
態
と
青
木
遺
跡
」（『
国
史
学
』

一
九
四
、二
〇
〇
八
年
）

鏡
味
完
二
ほ
か
『
地
名
の
語
源
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年
）

加
瀬
直
弥
「
古
代
神
社
の
立
地
と
社
殿
の
役
割
」（『
古
代
の
神
社
と
神
職
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
八
年
）

苅
米
一
志
「
大
勧
進
事
業
の
展
開
と
荘
園
社
会
」（『
荘
園
社
会
に
お
け
る
宗
教
構
造
』
校
倉

書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

河
村
乾
二
郎
「
周
防
国
の
式
内
社
」（『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
八
、一
九
六
二
年
）

川
原
秀
夫
「
社
殿
造
営
政
策
と
地
域
社
会
」（『
延
喜
式
研
究
』
二
五
、二
〇
〇
九
年
）

北
野
信
彦
『
ベ
ン
ガ
ラ
塗
装
史
の
研
究
』（
雄
山
閣
、
二
〇
一
三
年
）

木
村
徳
国
「
ヤ
シ
ロ
の
基
礎
的
考
察
」（『
上
代
語
に
も
と
づ
く
日
本
建
築
史
の
研
究
』
中
央

公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
八
三
年
）

工
藤
力
男
「
言
語
資
料
と
し
て
の
和
名
抄
郷
名
―
音
訓
交
用
表
記
の
検
討
―
」（『
日
本
語
史

の
諸
相
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
年
）

楠
原
祐
介
ほ
か
『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
一
年
）

小
林
宣
彦
「
国
家
祭
祀
と
神
税
」（『
律
令
国
家
の
祭
祀
と
災
異
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九

年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
）

近
藤
清
石
「
列
伝
」（『
大
内
氏
実
録
』
同
人
、
一
八
九
〇
年
）

坂
口
一
雄
「
物
忌
奈
神
社
・
阿
波
命
神
社
」（
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
々 

一
〇
』
白
水
社
、

一
九
八
六
年
）
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鷺
森
浩
幸
「
名
代
日
下
部
の
成
立
と
展
開
」（『
市
大
日
本
史
』
三
、二
〇
〇
〇
年
）

志
賀
剛
「
仁
壁
神
社
」（『
式
内
社
の
研
究
』
雄
山
閣
、
一
九
八
三
年
）

志
賀
剛
『
神
名
の
語
源
辞
典
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
九
年
）

薗
田
香
融
「
皇
祖
大
兄
御
名
入
部
に
つ
い
て
」（『
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
八
一
年
、
初
出
一
九
六
八
年
）

多
田
み
や
子
「
丹
塗
り
矢
型
」（
大
林
太
良
ほ
か
編
『
日
本
神
話
事
典
』
大
和
書
房
、

一
九
九
七
年
）

田
中
卓
「
大
化
前
代
の
枚
岡
―
古
代
伝
承
の
展
開
―
」（『
日
本
国
家
の
成
立
と
諸
氏
族
』
国

書
刊
行
会
、
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
六
七
年
）

田
中
卓
「
聖
武
天
皇
の
神
祇
崇
敬
」（『
神
社
と
祭
祀
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
、
初
出

一
九
九
一
年
）

谷
川
健
一
編
『
民
俗
地
名
語
彙
事
典
』（
三
一
書
房
、
一
九
九
四
年
）

谷
川
健
一
「
国
号
に
つ
い
て
」（『
谷
川
健
一
全
集 

一
五
』
冨
山
房
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、

二
〇
一
一
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）

柄
浩
司
「
三
条
西
家
に
よ
る
『
日
本
三
代
実
録
』
の
書
写
に
つ
い
て
」（『
中
央
史
学
』

一
八
、一
九
九
五
年
）

新
野
直
哉
「
重
箱
読
み
・
湯
桶
読
み
」（
佐
藤
喜
代
治
編
『
漢
字
講
座 

三
』
明
治
書
院
、

一
九
八
七
年
）

西
宮
一
民
「
ヤ
シ
ロ（
社
）考
―
言
葉
と
文
字
―
」（『
上
代
祭
祀
と
言
語
』
桜
楓
社
、

一
九
八
七
年
、
初
出
同
年
）

西
山
徳
「
官
社
制
度
に
お
け
る
神
の
位
階
」（『
増
補 

上
代
神
道
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
三
年
、
初
出
一
九
五
五
年
）

二
宮
正
彦
「
諸
神
へ
の
品
位
奉
授
に
つ
い
て
」（『
古
代
の
神
社
と
祭
祀
』
創
元
社
、

一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
六
一
年
）

二
宮
正
彦
「「
延
喜
式
神
名
帳
」
の
郡
に
つ
い
て
」（『
古
代
の
神
社
と
祭
祀
』
創
元
社
、

一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）

沼
本
克
明
『
濁
点
の
源
流
を
探
る
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
）

蜂
矢
真
郷
「
和
名
抄
地
名
に
お
け
る
「
部
」」（『
古
代
地
名
の
国
語
学
的
研
究
』
和
泉
書
院
、

二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）

蜂
矢
真
郷
「
和
名
抄
地
名
の
音
訓
混
用
」（『
古
代
地
名
の
国
語
学
的
研
究
』
和
泉
書
院
、

二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
一
四
年
）

蜂
矢
真
郷
「
風
土
記
地
名
と
和
名
抄
地
名
」（『
古
代
地
名
の
国
語
学
的
研
究
』
和
泉
書
院
、

二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
一
五
年
）

林
陸
朗
「
官
社
制
度
と
神
階
」（『
国
学
院
雑
誌
』
五
四
―
二
、一
九
五
三
年
）

原
秀
三
郎
「
古
代
の
遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
と
自
然
災
害
」（『
地
域
と
王
権
と
古
代
史
学
』
塙

書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
九
六
年
）

原
田
敦
子
「
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
の
神
婚
説
話
」（『
古
代
伝
承
と
王
朝
文
学
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
八
年
、
初
出
、
一
九
六
九
年
）

坂
靖
『
葛
城
の
王
都
・
南
郷
遺
跡
群
』（
新
泉
社
、
二
〇
一
一
年
）

平
瀬
直
樹
「
領
国
形
成
と
家
臣
団
」（『
大
内
氏
の
領
国
支
配
と
宗
教
』
塙
書
房
、
二
〇
一
七

年
、
初
出
二
〇
一
四
年
）

平
瀬
直
樹
「
地
域
共
同
体
と
神
社
の
祭
祀
」（『
大
内
氏
の
領
国
支
配
と
宗
教
』
塙
書
房
、

二
〇
一
七
年
）

福
島
秋
穂
「
赤
色
考
」（『
早
稲
田
文
学
〔
第
七
次
〕』
六
―
七
、一
九
七
四
年
）

福
山
敏
男「
神
社
建
築
概
説
」（『
福
山
敏
男
著
作
集 

四
』中
央
公
論
美
術
出
版
、一
九
八
四
年
、

初
出
一
九
七
二
年
）

本
田
光
子
「
古
墳
時
代
の
赤
色
顔
料
」（『
考
古
学
と
自
然
科
学
』
三
一
・
三
二
合
併
号
、

一
九
九
五
年
）

本
田
光
子
「「
赤
」
に
込
め
ら
れ
た
古
代
人
の
願
い
」（『
文
化
財
の
保
存
と
修
復 

六
』
ク
バ

プ
ロ
、
二
〇
〇
四
年
）

本
田
安
次
『
神
楽
』（
木
耳
社
、
一
九
六
六
年
）

前
之
園
亮
一
「
多
治
比
部
―
入
れ
墨
を
し
た
山
林
の
民
―
」（『「
王
賜
」
銘
鉄
剣
と
五
世
紀

の
日
本
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
三
年
）

松
尾
俊
郎
「
崖
を
意
味
す
る
地
名
」（『
日
本
の
地
名
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
六
年
）

松
崎
英
一
「
日
本
文
徳
天
皇
実
録
」（
皆
川
完
一
ほ
か
編
『
国
史
大
系
書
目
解
題 

下
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）

松
田
寿
男
『
丹
生
の
研
究
―
歴
史
地
理
学
か
ら
見
た
日
本
の
水
銀
―
』（
早
稲
田
大
学
出
版
局
、

一
九
七
〇
年
）

松
田
寿
男
「
丹
生
と
丹
穂
」（『
古
代
の
朱
』
筑
摩
書
房
、二
〇
〇
五
年
、初
出
一
九
七
五
年
）

三
浦
正
幸
「
本
殿
の
内
部
空
間
の
特
質
」（『
季
刊
悠
久
』
一
四
二
、二
〇
一
五
年
）

御
薗
生
翁
甫
「
仁
壁
神
社
」（『
防
長
地
名
淵
鑑
』
御
薗
生
防
長
研
究
所
、
一
九
三
一
年
）

御
園
生
翁
甫
「
防
長
の
神
楽
」（『
防
長
神
楽
の
研
究
』
未
来
社
、
一
九
七
二
年
）
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仁壁神社についての一考察―名称の由来や当初の祭神の問題を中心に―

宮
城
栄
昌
「
配
列
法
よ
り
見
た
神
名
式
の
研
究
」（『
神
道
学
』
二
、一
九
五
四
年
）

村
尾
次
郎
『
桓
武
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）

村
山
修
一
「
吉
野
水
分
神
社
と
金
峯
山
寺
」（『
神
仏
習
合
の
聖
地
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
六
年
、

初
出
一
九
七
〇
年
）

森
宏
太
郎
「
産
業
の
神
が
み
」（『
暮
ら
し
の
な
か
の
神
々
』
牧
野
出
版
、
一
九
八
三
年
）

山
岸
常
人
「
神
社
建
築
の
形
成
過
程
―
平
安
時
代
前
期
・
中
期
を
中
心
に
―
」（『
史
林
』

九
八
―
五
、二
〇
一
五
年
）

山
里
純
一
「
神
税
考
―
律
令
制
下
に
お
け
る
運
用
―
」（『
国
学
院
雑
誌
』

八
六
六
、一
九
七
六
年
）

山
田
幸
一
「
古
墳
時
代
ま
で
の
壁
の
概
観
」（『
壁
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
）

山
本
浩
樹
「
毛
利
氏
包
囲
網
」（『
西
国
の
戦
国
合
戦
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）

芳
井
敬
郎
「
赤
の
民
族
性
に
つ
い
て
」（『
民
俗
文
化
複
合
論
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、

初
出
一
九
八
三
年
）

渡
辺
滋
『
日
本
古
代
文
書
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）

渡
辺
滋
「
古
代
・
中
世
に
お
け
る
捺
印
―
赤
色
顔
料
の
溶
解
法
を
中
心
と
し
て
―
」（『
古
文

書
研
究
』
七
九
、二
〇
一
五
年
）

渡
辺
滋
「『
和
名
類
聚
抄
』
所
載
の
郷
名
を
め
ぐ
る
検
討
―
周
防
国
吉
敷
郡
の
事
例
に
つ
い

て
―
」（『
山
口
県
立
大
学 

大
学
院
論
集
』
二
一
、二
〇
二
〇
年
Ａ
）

渡
辺
滋
「
古
代
地
名
「
カ
ン
ザ
キ
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
周
防
国
吉
敷
郡
の
事
例
を
考
え
る

基
礎
作
業
と
し
て
―
」（
投
稿
中
、
二
〇
二
〇
年
Ｂ
）

渡
辺
滋
「
仁
壁
神
社（
周
防
国
吉
敷
郡
）の
現
祭
神
に
つ
い
て
―
古
代
に
お
け
る
山
口
盆
地
の

実
態
解
明
を
目
的
と
し
て
―
」（『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
未
定
号
、
二
〇
二
〇
年
Ｃ
）




